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日
付
の
不
備
は
、
意
外
に
多
い
の
で
あ
る
。

　

五
月
一
日
経
は
、
遣
唐
使
な
ど
が
将
来
し
た
仏
典
を
正
確
に
写
す
こ
と
を
目
的
と
し
て

作
ら
れ
た（
註
７
）。
そ
の
た
め
本
文
に
お
い
て
は
書
写
時
に
校
正
（
同
じ
底
本
で
校
訂
）
を

二
回
行
い
、
さ
ら
に
天
平
勝
宝
六
年
ご
ろ
か
ら
勘
経（
底
本
と
は
別
の
写
本
で
校
訂
）も
行

っ
て
い
る（
註
８
）。
一
方
願
文
は
、
天
平
十
三
年
閏
三
月
以
降
に
書
写
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
た
め
こ
れ
以
前
に
書
写
し
た
経
巻
に
は
同
十
二
年
五
月
九
日
か
ら
七
月
二
十

七
日
ま
で
願
文
が
ま
と
め
て
書
写
さ
れ
、
取
り
付
け
ら
れ
た（
註
９
）。
五
月
一
日
経
の
現

状
を
み
る
と
願
文
の
校
正
が
充
分
で
な
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
聖
語
蔵
経
巻
に
お
い
て
も
願
文
や
日
付
の
不
備
は
見
ら
れ
、
た
と
え
日

付
が
な
く
、
願
文
に
脱
字
が
あ
っ
て
も
静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
が
五
月
一
日
経
で

あ
る
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
正
倉
院
文
書
か
ら
静
嘉
堂
所
蔵「
仏
説
中
心
経
」

の
筆
者
を
割
り
出
し
、
そ
の
筆
跡
を
特
定
す
る
こ
と
で
、
こ
の
経
巻
が
五
月
一
日
経
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
た
い
。

１　

静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
の
筆
者
「
民
屯
麻
呂
」

　

正
倉
院
文
書
は
光
明
皇
后
の
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
構
（
東
大
寺
写
経
所
と
そ
の
前
身

機
構
）
の
帳
簿
で
あ
る
。
五
月
一
日
経
は
天
平
五
年
ご
ろ
か
ら
約
二
十
年
に
わ
た
っ
て
、

こ
の
写
経
機
構
に
お
い
て
書
写
さ
れ
た（
註
10
）。

　
〔
史
料
1
〕
は
五
月
一
日
経
の
「
写
一
切
経
経
師
等
手
実
」（
註
11
）の
な
か
の
民
屯
麻
呂
手

実（
註
12
）（
縦
二
六
・
〇
、
横
一
一
・
〇
㎝
）
で
あ
る
。
自
身
が
書
写
し
た
枚
数
と
そ
の
経

典
名
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
史
料
1
〕天
平
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（『
大
日
古
』
七
ノ
五
八
八
～

は
じ
め
に
─
静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経（
五
月
一
日
経
）」
の
問
題
点
─

　

静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
（
五
月
一
日
経
）」【
口
絵
１
】
は
、
新
補
の
表
紙
を
除
い
て

全
七
紙
か
ら
な
る
巻
子
で
あ
る
。
尾
題
の
あ
と
に
光
明
皇
后
発
願
で
あ
る
こ
と
を
示
す
五

月
一
日
経
願
文
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
末
尾
の
日
付
「
天
平
十
二
年
五
月
一
日
記
」
が
な

い
。
こ
の
五
月
一
日
経
願
文
は
尾
題
と
と
も
に
第
六
紙
に
記
さ
れ
て
お
り
、
第
七
紙
と
の

紙
継
目
ま
で
三
行
分
の
余
白
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
付
が
抜
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
五
月
一
日
経
願
文
に
お
い
て
も
他
の
経
巻
と
比
較
す
る
と
、
願
文
の
後
ろ
か
ら

四
行
目
の
最
後
の
文
字
「
菩
」
の
前
に
「
契
」
の
一
文
字
が
抜
け
て
い
る（
註
１
）。

　

市
川
は
か
つ
て
、
カ
ラ
ー
デ
ジ
タ
ル
版
『
聖
語
蔵
経
巻
D
Ⅴ
D
』（
宮
内
庁
正
倉
院
事
務

所
編
、
丸
善
雄
松
堂
）
の
約
七
五
〇
巻
の
五
月
一
日
経
願
文
の
画
像
を
調
査
し
た（
註
２
）。

こ
の
な
か
に
日
付
の
な
い
経
巻
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
日
付
に
誤
り
の
あ
る
経
巻
を
発

見
し
た
。「
法
集
経　

巻
第
七
」（
聖
語
蔵
№
4
6
5
）（
註
３
）は
「
天
平
十
二
年
五
月
記
」、

「
大
般
涅
槃
経
集
解　

巻
第
五
十
七
」（
№
7
4
1
）は
「
天
平
十
二
月
一
日
記
」、「
衆
事
分

阿
毘
曇　

巻
第
四
」（
№
7
5
5
）は
「
天
平
十
二
年
五
月
二
日
記
」
と
な
っ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
願
文
に
着
目
す
る
と
興
味
深
い
経
巻
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
大
樹
緊
那
羅
王
所

問
経　

巻
第
一
」（
№
3
0
1
）（
註
４
）【
図
版
1
】の
願
文
は
尾
題
の
次
行
か
ら
書
き
始
め
て
お

り
、
最
終
行
の
「
一
切
迷
方
会
帰
覚
路
」
が
重
複
し
て
い
る
。「
過
去
現
在
因
果
経　

巻
第

三
」（
№
2
8
1
）【
図
版
2
】で
は
願
文
の
横
界
線
か
ら
飛
び
出
す
か
た
ち
で
最
終
行
に「
巻
」

と
書
か
れ
て
お
り
、
日
付
部
分
は
「
天
平
十
三
年
五
月
一
日
」
と
な
っ
て
い
る（
註
５
）。「
阿

毘
達
磨
順
正
理
論　

巻
第
七
十
二
」（
№
8
1
6
）（
註
６
）【
図
版
3
】
は
願
文
五
行
目
が
四
行

目
と
六
行
目
の
間
に
割
り
込
む
か
た
ち
で
後
か
ら
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
二
行
目
の
最
終

文
字
「
尊
」
の
あ
と
「
妣
」
の
字
が
抜
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
五
月
一
日
経
の
願
文
と

静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
と
民
屯
麻
呂
の
筆
跡

市
川　
理
恵
・
吉
田　
恵
理
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図版１
「大樹緊那羅王所問経　巻第一」
（No.301）

図版２
「過去現在因果経　巻第三」（No.281）
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五
八
九
）【
図
版
4
】

　

民
屯
麻
呂
写
一
切
経
三
巻
⒜
中
心
経
六
張　

磨
達
国
王
経
二
張

懈
怠
耕
者
経
二
張　
　
　
　
　
　

　
　

受
紙
⒝

十
八
張
⒞
返
上
七
張

破
一
張

　
　
⒟

見
用
紙
十
張　
※「
⒠

充
四
十
文
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
「
勘
人
成
」

　

こ
こ
で
民
屯
麻
呂
は
⒜
中
心
経
六
張（
＝
枚
）、
磨
達
国
王
経
二
張
、
懈
怠
耕
者
経
二
張

の
合
計
一
〇
枚
書
写
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
中
心
経
は
、
民
屯
麻
呂
に
よ
っ
て
書
写
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る（
註
13
）。
受
紙
⒝
「
十
八
張
」
と
は
写
経
所
か
ら
紙
一
八
枚
を
支
給
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
⒞
「
破
」（
註
14
）が
一
枚
あ
り
、
⒟
「
見
用
紙
十
張
」
と
あ
る
よ
う

に
写
経
に
一
〇
枚
使
っ
た
の
で
、
余
っ
た
七
枚
を
返
上
し
て
い
る
。
朱
で
⒠「
充
四
十
文
」

と
あ
る
の
は
、
⒟
「
見
用
紙
十
張
」
の
書
写
に
対
す
る
民
屯
麻
呂
の
給
料
で
あ
り
、
一
枚

あ
た
り
四
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
天
平
十
三
年
閏
三
月
以
降
に
書
写
さ
れ
た
五
月
一
日
経
は
、
本
文
と

尾
題
に
続
け
て
願
文
が
書
写
さ
れ
た
の
で
、
現
状
の
「
仏
説
中
心
経
」
の
本
文
と
願
文
の

筆
跡
は
い
ず
れ
も
民
屯
麻
呂
の
筆
で
あ
る
。
ま
た
〔
史
料
１
〕
で
は
、
民
屯
麻
呂
は
六
枚

書
写
し
た
と
あ
る
。
現
状
の
「
仏
説
中
心
経
」
は
表
紙
を
除
い
て
七
紙
で
あ
る
が（
註
15
）、

第
七
紙
は
長
さ
一
七
・
五
㎝
の
余
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
民
屯
麻
呂
が
書
写
し
た
枚
数
は
六

枚
で
あ
り
、
手
実
の
内
容
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
の

筆
者
は
民
屯
麻
呂
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

　

民
屯
麻
呂
は
、
正
倉
院
文
書
に
よ
り
天
平
十
三
年（
七
四
一
）か
ら
天
平
勝
宝
三
年（
七

図版３
「阿毘達磨順正理論　第七十二」（No.816）

図版４
天平十三年十一月二十九日付
民屯麻呂手実（塵芥二十第四紙）
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五
一
）ま
で
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
ま
ず
は
彼
の
位
階
と
勤
務
状
況
を
み
て
み
た
い
。

〔
史
料
２
〕「
経
師
等
上
日
帳
」（
註
16
）（
天
平
二
十
年
帳
）

　

初
行
に
「
天
平
二
十
年
八
月
以
来
上
日
」
と
あ
り
、
職
舎
人
の
「
正
八
位
下
達
沙
牛

甘
」
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
二
十
五
人
目
に
「
川
内
民
首
屯
万
呂
」
と
み
え
る

（
一
〇
ノ
三
六
七
、
続
修
四
九
裏
第
三
紙
）。
民
屯
麻
呂
の
名
前
は
正
し
く
は
「
川
内
民
首

屯
万
呂
」（
註
17
）で
あ
っ
た
。
こ
の
帳
簿
は
「
職
舎
人
」「
坊
舎
人
」
の
順
に
書
か
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
し
た
が
う
と
民
屯
麻
呂
は
「
坊
舎
人
」
で
あ
っ
た
。「
坊
舎
人
」
と
は
阿
倍
内
親

王（
後
の
孝
謙
・
称
徳
天
皇
）の
家
政
機
関
で
あ
る
春
宮
坊
の
舎
人
で
あ
る
。
養
老
東
宮
職

員
令
３
舎
人
監
条（
註
18
）で
は
舎
人
監
に
六
百
人
が
所
属
し
、
東
宮
（
皇
太
子
）
の
警
備
や

雑
用
に
従
事
し
た
。
つ
ま
り
民
屯
麻
呂
は
東
宮
舎
人
と
し
て
写
経
所
に
出
向
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
〔
史
料
２
〕か
ら
は
、
彼
の
東
大
寺
写
経
所
に
お
け
る
天
平
二
十
年（
七
四
八
）八
月
か
ら

翌
年
七
月
の
各
月
の
勤
務
状
況
が
わ
か
る
。
一
日
を
「
日
」（
日
の
出
～
正
午
の
午
前
勤
務
）

と
「
夕
」（
午
後
勤
務
）に
分
け
て
勤
務
日
数
が
記
さ
れ
、
傍
線
部
⒜
は
、
八
月
は
欠
勤
、
九

月
は
日
が
一
五
日
、
夕
が
一
四
日
、
十
月
は
日
が
一
八
日
、
夕
が
一
六
か
ら
一
七
日
に
訂

正
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
三
月
は
小
の
月
で
全
部
で
二
九
日
で
あ
る
が（
註
19
）、
⒝
「
日
二
十

八
／（
註
20
）夕
二
十
七
」
と
あ
る
。
写
経
所
を
休
ん
だ
の
は
た
っ
た
の
一
日
で
あ
る
。

　

翌
年
七
月
の
勤
務
日
数
の
あ
と
に
前
年
八
月
か
ら
の
合
計
勤
務
日
数
⒞
「
上
日
二
百
四
十

二
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
日
」
の
勤
務
日
数
の
合
計
で
あ
る
。
続
い
て
こ
の
間
に
写
経

し
た
紙
数
が
記
さ
れ
、
そ
の
後
に
八
月
の
勤
務
日
数
が
書
か
れ
る
。
こ
の
史
料
は
口
座
式
帳

簿
で
あ
り
、
最
初
に
「
无
位
川
内
民
首
屯
万
呂
」「
无
位
国
足
万
呂
」「
无
位
田
辺
史
魚
主
」

な
ど
と
等
間
隔
に
「
位
階
＋
経
師
名
」
を
記
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
師
の
月
々
の

勤
務
日
数
を
書
き
込
ん
で
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
帳
簿
が
書
か
れ
た
天
平
二
十
年
八
月
に
お

い
て
、
民
首
屯
麻
呂
は
「
無
位
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
史
料
３
〕「
経
師
等
上
日
帳
」（
勝
宝
元
年
帳
、『
大
日
古
』
三
ノ
二
八
五
、
続
修
別
集
四
〇

裏
第
一
七
紙
）

　
⒜
少
下

　

河
内
民
首
屯
万
呂　
⒝
上
日
百
七
十
六　

写
三
百
八
十
四　
⒞
大
仏
一
礼
仏
三

　

八
月
日
二
十
七

夕
二
十
六　

九
月
日
七

夕
五　

十
月
日
十

夕
八　

十
一
月
日
十
三

夕
十
一　

十
二
月
日
二
十
一

夕
二
十
　

正
月
日
五

夕
四　

二
月
日
十
五

夕
十
二

　

三
月
日
二
十
八

二
十
六
　

四
月
日
二
十
八

夕
二
十
七　

五
月
日
十
六

夕
十
四　

六
月
六四　

七
月
不

　

勝
宝
元
年
帳
の
初
行
に
「
天
平
勝
宝
元
年
八
月
以
来
上
日
」
と
あ
り
、
天
平
勝
宝
元
年

（
七
四
九
）
八
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
の
勤
務
日
数
を
記
し
た
も
の
で
あ
る（
註
21
）（『
大
日

古
』
三
ノ
二
八
〇
～
三
一
一
、
続
修
別
集
四
〇
裏
第
一
～
一
九
紙
）。
天
平
二
十
一
年
は

四
月
に
天
平
感
宝
元
年
、
七
月
に
天
平
勝
宝
元
年
に
改
元
さ
れ
る
の
で
、〔
史
料
２
〕
と
連

続
し
て
い
る
。

　

傍
線
部
⒝
に
あ
る
よ
う
に
「
日
」
の
勤
務
日
数
は
合
計
一
七
六
日
で
、
そ
の
間
に
写
経

し
た
紙
数
は
三
八
四
枚
で
あ
る
。
⒞
「
大
仏
一
礼
仏
三
」
は
、「
大
仏
」
は
大
仏
造
立
へ

の
参
加
、「
礼
仏
」
は
国
家
主
催
の
法
会
に
参
列
・
奉
仕
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
ら

の
奉
仕
も
勤
務
評
定
の
対
象
で
あ
っ
た（
註
22
）。
こ
の
帳
簿
も
口
座
式
で
あ
り
、
経
師
名

を
記
し
た
後
に
順
次
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
日
数
が
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。「
河
内
民
首

屯
万
呂
」
の
左
上
の
⒜
「
少
下
」
は
、「
少
初
位
下
」
の
位
階
を
意
味
す
る
が
、
後
か
ら

書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
書
き
加
え
ら
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
平
勝
宝
元
年
七

月
二
日
の
孝
謙
天
皇
の
即
位
に
と
も
な
う
叙
位
に
預
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔
史
料
４
〕「
経
師
等
上
日
帳
」（
註
23
）（
勝
宝
二
年
帳
）

　
⒜

右
大
舎
人

　
　

一
従
八
位
下
能
登
臣
忍
人

　
　　
　
　
　
（
略
）

　
　

⒝

少
初
位
上
櫟
井
臣
馬
養

　
　　
　
　
　
（
略
）

　

天
平
二
十
年
八
月
以
来
上
日

　

職
舎
人

　

正
八
位
下
達
沙
牛
甘　
（
略
）

　
　
　
（
略
）

　

坊
舎
人

　
　
　
（
略
）

　

无
位
川
内
民
首
屯
万
呂　

⒜

八
月
不　

九
月
日
十
五

夕
十
四　

十
月　
　
十
一
月
日
十
六

夕
十
四　

十
二
月
日
二
十

夕
十
八

　
　

正
月
日
十
三

夕
十
二　

二
月
日
二
十

夕
十
五　

三
月
⒝
日
二
十
八

夕
二
十
七　

四
月
日
二
十

夕
十
九　

五
月
日
二
十
八

夕
二
十
七　

潤
五
月
日
二
十

夕
十
七

　
　

六
月
日
二
十
八

夕
二
十
七　

七
月
日
十
六

夕
十
四　
⒞

上
日
二
百
四
十
二　

写
紙
九
百
四
十
九　

八
月
日
二
十
七

夕
二
十
六

日
十
八

　
　
七

夕
十
六

　
　
〻
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三
河
内
民
首
屯
麻
呂

　
　
　　

八
月
日
十
七

夕
十
四　

九
月
日
十
二

夕
十
一　

十
月
日
十
一

夕
二
十　

十
一
月
日
五

夕
四　

十
二
月
日
十
一

夕
七
　

正
月
不

　
　
　　

三
月
不　

四
月
不　

五
月
不　

六
月
日
十

夕
八　

七
月
不

　
　　
　
　
　
（
略
）

　
　

二
少
初
位
下
村
国
連
益
人

　
　　
　
　
　
（
略
）

　

こ
の
帳
簿
で
は
、
天
平
勝
宝
二
年（
七
五
〇
）八
月
か
ら
同
三
年
七
月
ま
で
の
上
日
数
を

記
し
、〔
史
料
３
〕と
期
間
が
連
続
す
る
。
こ
こ
で
民
屯
麻
呂
の
出
勤
日
数
が
減
り
、
同
三

年
正
月
～
七
月
に
お
い
て
六
月
以
外
は
東
大
寺
写
経
所
に
勤
務
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
（『
大
日
古
』
三
ノ
四
三
二
、
続
修
別
集
四
〇
第
四
紙
）。〔
史
料
４
〕
も
口
座
式
の
帳
簿

で
あ
り
、「
右
大
舎
人
」
の
区
分
に
お
い
て
、「
従
八
位
下
」
の
経
師
か
ら
書
か
れ
、
次
に

「
少
初
位
上
」、「
少
初
位
下
」
と
続
く
。
民
屯
麻
呂
は
⒝
「
少
初
位
上
」
の
三
人
目
に
記

さ
れ
て
お
り
、
帳
簿
が
書
き
始
め
ら
れ
た
天
平
勝
宝
二
年
八
月
に
は
す
で
に「
少
初
位
上
」

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
民
屯
麻
呂
は
天
平
二
十
年
八
月
か
ら
天
平
勝
宝
二
年
八
月
に
か

け
て
「
無
位
」
か
ら
「
少
初
位
下
」、
さ
ら
に
「
少
初
位
上
」
へ
と
昇
っ
て
い
る（
註
24
）。

そ
し
て
こ
の
時
は
⒜
「
右
大
舎
人
」、
つ
ま
り
右
大
舎
人
寮
に
所
属
す
る
大
舎
人
で
あ
る
。

大
舎
人
と
は
天
皇
の
舎
人
を
意
味
し
、
養
老
職
員
令
５
左
大
舎
人
寮
条
で
は
左
右
大
舎
人

寮
に
各
八
百
人
が
所
属
し
て
い
た
。〔
史
料
２
〕
で
春
宮
坊
舎
人
で
あ
っ
た
民
屯
麻
呂
は
、

東
宮
の
阿
倍
内
親
王
が
即
位
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
孝
謙
天
皇
の
舎
人
に
補
任
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
〔
史
料
４
〕の
上
日
帳
は
、
写
経
所
に
お
け
る
経
師
等
の
勤
務
日
数
を
記
録
し
て
い
る
が
、

勤
務
日
数
が
足
り
な
い
と
官
人
は
考
課
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た（
註
25
）。

写
経
所
で
は
こ
の
帳
簿
を
も
と
に
各
官
人
の
上
日
数
を
記
し
た
正
式
な
文
書
を
作
成
し
、

上
級
官
司
で
あ
る
造
東
大
寺
司
に
提
出
し
た（
註
26
）。
改
め
て
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
を

念
頭
に
置
い
て
い
る
た
め
、
経
師
名
は
内
部
文
書
に
あ
ら
わ
れ
る
略
称
の
「
民
屯
麻
呂
」

で
は
な
く
、
正
式
に
「
河
内
民
首
屯
麻
呂
」
と
記
さ
れ
た
。
他
の
経
師
も
「
粟
田
船
守
」

は
「
粟
田
朝
臣
船
守
」、「
村
山
首
麻
呂
」
は
「
中
臣
村
山
連
首
麻
呂
」、「
倭
人
足
」
は
「
倭

史
人
足
」
と
書
か
れ
た
。

　

民
屯
麻
呂
の
正
確
な
名
前
は
「
河
内
民
首
屯
麻
呂
」
で
あ
り
、
ウ
ジ
ナ
は
「
河
内
民
」

（
か
わ
ち
の
た
み
）、
カ
バ
ネ
は
「
首
」（
お
び
と
）、
名
は
「
屯
麻
呂
」（
た
む
ろ
ま
ろ
）で
あ
る
。

弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
成
立
し
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ
れ
ば
、「
河
内
民
首
」
は
「
左
京

諸
蕃
下
」
の
「
高
麗
」（
高
句
麗
）に
登
録
さ
れ
、「
高
麗
の
人
、
安
劉
王
自
り
出
づ
」
と
あ
る

（
註
27
）。
つ
ま
り
渡
来
系
の
一
族
で
あ
り
、
高
麗
の
人
で
あ
る
安
劉
王（
人
物
不
詳
）の
子
孫
に

あ
た
る
。
佐
伯
有
清
氏
に
よ
れ
ば
、「
河
内
」は
河
内
国
の
地
名
に
も
と
づ
き
、「
民
」は『
延

喜
式
』
神
名
帳
、
和
泉
国
大
鳥
郡
美
多
弥
神
社
の
鎮
座
地
（
大
阪
府
堺
市
）
の
地
名
に
よ
る

（
註
28
）。
民
屯
麻
呂
は
こ
の
地
域
を
本
拠
地
と
し
た
渡
来
系
氏
族
の
出
身
で
あ
っ
た（
註
29
）。

河
内
民
首
氏
の
一
族
と
し
て
は
、
正
倉
院
文
書
に
河
内
民
首
安
古
麻
呂
が
み
え
る
。
彼
は

「
天
平
十
七
年
四
月
十
四
日
付
中
宮
職
解
」（「
大
粮
申
請
継
文
」
）
に
お
い
て
、
中
宮
亮
の

藤
原
巨
勢
麻
呂（
藤
原
武
智
麻
呂
五
男
）と
と
も
に
、
従
六
位
上
の
中
宮
少
進
と
し
て
署
名

し
て
い
る（
註
30
）（『
大
日
古
』
二
ノ
三
九
八
、
正
集
一
第
二
紙
）。
民
屯
麻
呂
の
血
縁
者
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。

２　
「
仏
説
中
心
経
」
と
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」

　

静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
の
筆
者
は
民
屯
麻
呂
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
書
写
し
た
五
月

一
日
経
は
も
う
一
巻
現
存
す
る
。
聖
語
蔵
経
巻
の
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」（
№
2
7
3
）

【
口
絵
2
】で
あ
る
。

〔
史
料
５
〕天
平
十
四
年
三
月
二
十
七
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（『
大
日
古
』
二
ノ
三
〇
九（
註
31
））

【
口
絵
3
】

　

民
屯
麻
呂
受
写
経　

合
五
巻　
摩
訶
迦
葉
度
貧
母
経
一
巻
五
張
■
■

度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
一
巻
二
十
張

　
　
仏
説
仏
大
僧
大
経
一
巻
九
張　

受
紙
八
十
張　

見
用
紙
六
十
八
張

　
　

順
権
方
便
経
二
巻
一
巻
十
七
張

一
巻
十
七
張

　
　

返
上
十
張　

破
二
張

　
　
　
※「
合
六
十
八
枚　

充
三
百
四
十
文　

巻
五
」

　
　
　
　
　
　
　

天
平
十
四
年
三
月
二
十
七
日
読
川
原
勘
人
成

　

こ
の
手
実
は
現
在
、
知
恩
院
所
蔵
「
天
平
年
間
写
経
生
日
記
」
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る

が
、
も
と
は
「
一
切
経
経
生
等
手
実
」
の
一
部
で
あ
る（
註
32
）。
民
屯
麻
呂
は
摩
訶
迦
葉

度
貧
母
経
一
巻
・
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
一
巻
・
仏
説
仏
大
僧
大
経
一
巻
・
順
権
方
便
経
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毘
達
磨
蔵
顕
宗
論　

巻
第
十
六
」（
№
7
3
0
）（
註
34
） 【
図
版
5
】や
、淡
海
金
弓
筆
「
大
樹
緊

那
羅
王
所
問
経　

巻
第
一
」（
№
3
0
1
）（註
35
）【
図
版
1
】な
ど
は
中
心
を
は
ず
さ
ず
真
っ
直

ぐ
に
書
写
で
き
て
い
る
の
で
、
民
屯
麻
呂
の
癖
だ
ろ
う
。【
図
版
6
】
は
、
試
み
に
界
線
を
含

め
同
時
代
の
経
師
が
書
写
し
た
五
月
一
日
経
の
尾
題
を
抽
出
し
並
べ
た
も
の
だ
が
、
葛
野
安

万
呂
筆
「
如
来
興
顕
経　

巻
第
一
」（
№
2
9
7
）（
註
36
）の
よ
う
に
、
中
心
が
右
に
流
れ
る
な

ど
一
方
向
に
流
れ
る
も
の
、
ま
た
山
部
花
万
呂
筆
「
根
本
説
一
切
百
一
羯
磨　

巻
第
六
」（
№

8
3
0
）（註
37
）
の
よ
う
に
尻
つ
ぼ
み
と
な
る
も
の
は
散
見
さ
れ
る
が
、
民
屯
麻
呂
の
場
合
は

文
字
の
中
心
線
が
蛇
行
し
て
い
る
。
し
か
も
、
本
文
、
尾
題
、
願
文
と
も
、
独
特
の
リ
ズ

ム
を
も
っ
て
蛇
行
し
な
が
ら
も
界
線
の
中
で
、
あ
る
い
は
紙
面
の
中
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
底
本
と
し
た
で
あ
ろ
う
唐
経
（
舶
載
の
経
典
）
は

ま
っ
す
ぐ
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
書
写
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

②
字
形（
一
文
字
の
中
で
の
構
成
、
偏
と
旁
の
バ
ラ
ン
ス
）

　

字
形
に
も
個
性
が
表
れ
る
。
民
屯
麻
呂
が
書
写
し
た「
仏
説
中
心
経
」尾
題
の「
忠
」「
心
」、

願
文
二
行
目
の
「
妣
」
な
ど
は
極
端
に
扁
平
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
度
諸
仏
境
界
智

光
厳
経
」
で
も
同
様
で
、
本
文
後
ろ
か
ら
六
行
目
「
心
」、
同
五
行
目
、
六
行
目
「
以
」、
他

に
「
如
」
も
扁
平
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
字
を
形
成
す
る
偏
と
旁
の
バ
ラ
ン
ス
が
独
特
で
あ
る
。

例
え
ば
「
仏
説
中
心
経
」
の
本
文
後
ろ
か
ら
四
行
目
「
斯
」
は
右
側
が
極
端
に
下
が
っ
て
い

る
。
願
文
前
か
ら
四
行
目
一
番
下
の
「
斯
」
も
同
様
で
あ
る
。
同
じ
傾
向
は
「
度
諸
仏
境
界

智
光
厳
経
」
本
文
後
ろ
か
ら
二
行
目
「
阿
」
に
も
見
ら
れ
、
コ
ザ
ト
篇
よ
り
も
「
可
」
が
極

端
に
下
が
っ
て
い
る
。【
図
版
7
】
は
同
時
代
の
経
師
の
文
字
と
の
比
較
を
行
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
例
え
ば
、
葛
野
安
万
呂
筆
「
如
来
興
顕
経　

巻
第
一
」（
№
2
9
7
）
や
淡
海
金
弓
筆

「
大
樹
緊
那
羅
王
所
問
経　

巻
第
一
」（
№
3
0
1
）の
願
文
に
み
る
「
斯
」
の
バ
ラ
ン
ス
の
良

さ
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

③
筆
法
・
筆
線（
と
め
、
は
ね
、
払
い
）

　

筆
遣
い
に
も
個
性
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
子
」「
了
」
の
入
筆
打
ち
込
み
が
強
く
、
特
に

「
子
」
は
、
一
画
目
は
縦
に
筆
を
入
れ
、
二
画
目
が
横
線
の
よ
う
に
み
え
る
ほ
ど
、
一
画
目
の

打
ち
込
み
が
強
い
。「
子
」
の
入
筆
は
あ
る
程
度
同
時
代
的
な
傾
向
も
あ
る
よ
う
で
、
同
時

代
の
経
師
で
あ
る
山
部
花
万
呂
筆
「
根
本
説
一
切
百
一
羯
磨　

巻
第
六
」（
№
8
3
0
）
の
願

文
一
行
目
の
「
子
」
に
も
そ
の
傾
向
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
民
屯
麻
呂
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
。

二
巻
の
五
巻
、
合
計
六
八
枚
を
書
写
し
て
い
る
。
現
状
の
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」
の

紙
数
は
二
〇
枚
で
、
手
実
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る（
註
33
）。
ま
た
天
平
十
四
年
三
月
二
十

七
日
付
な
の
で
、
本
文
・
尾
題
・
願
文
と
続
け
て
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
現
状

の
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」【
口
絵
2
】の
本
文
・
尾
題
・
願
文
は
同
じ
筆
跡
と
み
な
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
写
経
所
に
勤
め
る
典
型
的
な
下
級
官
人
で
あ
る
民
屯
麻
呂
が
書
写
し
た
五

月
一
日
経
は
、
偶
然
に
も
「
仏
説
中
心
経
」
と
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」
の
二
巻
が
現

存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
一
人
物
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら

筆
跡
は
同
じ
は
ず
で
あ
る
の
で
、
以
下
、
両
巻
の
筆
跡
を
比
較
し
、
共
通
点
を
確
認
す
る
。

ま
た
同
時
代
の
経
師
の
筆
跡
と
比
較
す
る
こ
と
で
民
屯
麻
呂
の
筆
跡
の
特
徴
を
抽
出
す
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
奈
良
時
代
の
写
経
は
、
底
本
に
忠
実
に
書
写
す
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ

る
た
め
、
本
来
、
書
体
や
書
風
に
も
個
性
を
出
さ
な
い
よ
う
に
書
写
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
現
存
す
る
古
写
経
を
見
る
と
、
無
意
識
の
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
経
師
の
筆

跡
に
「
癖
」
が
出
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
三
つ
の
観
点
か
ら
「
書
」
作
品
の
よ

う
に
古
写
経
を
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

①
巻
子
に
お
け
る
文
字
の
構
成
・
配
置

　
「
仏
説
中
心
経
」
も
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」
も
界
線
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文

字
の
中
心
が
ず
れ
て
お
り
、
一
行
の
中
で
文
字
が
蛇
行
す
る
。
こ
の
こ
と
は
最
も
慎
重
に

書
写
し
た
だ
ろ
う
本
文
や
尾
題
に
お
い
て
も
、
や
や
力
を
抜
い
て
書
写
し
た
と
想
像
さ
れ

る
願
文
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
「
仏
説
中
心
経
」【
口
絵
1
】の
尾
題
「
佛
説
忠

心
経
一
巻
」の
七
文
字
を
見
て
み
よ
う
。「
佛
説
」の「
説
」は
中
心
線
よ
り
や
や
右
に
よ
り
、

「
忠
心
」
は
完
全
に
右
に
よ
っ
て
い
る
が
、「
経
」
は
中
心
に
も
ど
ろ
う
と
し
「
一
巻
」
は

中
心
を
維
持
し
て
い
る
。
行
の
中
心
は
右
が
は
り
だ
す
弧
を
描
く
。
同
様
に
中
心
が
右
に

膨
ら
む
傾
向
は
、
本
文
後
ろ
か
ら
二
行
目
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
願
文
の
二
行
目
以
下
に
も

顕
著
に
表
れ
る
。
特
に
三
行
目
、
七
行
目
は
左
右
に
蛇
行
し
て
い
る
。
文
字
を
真
っ
直
ぐ

に
書
写
で
き
ず
中
心
が
蛇
行
す
る
こ
の
現
象
は
、「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」【
口
絵
2
】
に

も
見
ら
れ
る
。
尾
題
は
右
へ
、
左
へ
、
右
へ
と
膨
ら
み
蛇
行
す
る
。
ま
た
本
文
後
ろ
か
ら

二
行
目
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
本
文
も
中
心
が
蛇
行
す
る
。
願
文
も
二
行
目
以
降
、
激

し
く
左
右
に
蛇
行
す
る
よ
う
に
文
字
の
中
心
が
は
ず
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
無
辺
無
界
の
「
長

屋
王
願
経
」
で
は
ほ
と
ん
ど
ぶ
れ
な
い
こ
と
や
、
同
時
代
の
経
師
で
あ
る
漢
浄
麻
呂
筆
「
阿
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ま
た
民
屯
麻
呂
は
「
人
」「
太
」
等
に
み
る
右
払
い
が
極
端
に
右
下
に
流
れ
る
が
、
淡
海
金
弓

な
ど
は
真
横
か
む
し
ろ
右
上
に
抜
い
て
い
る
。
加
え
て
「
切
」「
上
」「
下
」
な
ど
の
縦
線
が
他
の

文
字
に
比
し
て
太
く
強
い
傾
向
に
あ
る
。
管
見
に
入
っ
た
淡
海
金
弓
の
筆
跡
は
中
心
が
外
れ

る
こ
と
も
な
く
、
文
字
の
バ
ラ
ン
ス
も
整
っ
て
い
る
。【
図
版
1
】を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
屯
麻
呂
の
筆
跡
は
底
本
に
忠
実
で
あ
る
べ
き
写
経
に
お
い
て
も
、
蛇

行
す
る
文
字
の
配
置
、
極
端
に
扁
平
な
字
形
、
偏
と
旁
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
入
筆
、
払
い

な
ど
に
独
特
の
癖
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
癖
は
、
お
そ
ら
く
底
本
に
忠
実
で
な
い
、
無

意
識
に
露
出
す
る
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
悪
癖
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
文
字
の
中
心

線
が
外
れ
蛇
行
し
つ
つ
も
独
特
の
リ
ズ
ム
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
そ
の
要
因
は
、

一
文
字
一
文
字
の
字
形
に
み
る
悪
癖
、
具
体
的
に
は
極
端
に
扁
平
で
あ
る
こ
と
、
偏
と
旁

が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

図版６　右から
静嘉堂所蔵「仏説中心経」

「度諸仏境界智光厳経」（No.273）
葛野安万呂筆「如来興顕経　巻第一」（No.297）
山部花万呂筆「根本説一切百一羯磨　巻第六」（No.830）

図版７　右から
A　静嘉堂所蔵「仏説中心経」
B　「度諸仏境界智光厳経」（No.273）
C　葛野安万呂筆「如来興顕経　巻第一」（No.297）
D　山部花万呂筆「根本説一切百一羯磨　巻第六」（No.830）
E　漢浄麻呂筆「阿毘達磨蔵顕宗論　巻第十六」（No.730）
F　淡海金弓筆「大樹緊那羅王所問経　巻第一」（No.301）

図版5　漢浄麻呂筆「阿毘達磨蔵顕宗論　巻第十六」（№730）

ABCDEF
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◎
見
用
紙
⒞

百
四
十
八
張

　
（
異
筆
）

　
「
合
充
七
百
四
十
枚
」

　
　
　
　
　
　

天
平
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
「
勘
人
成
」

　
〔
史
料
１
〕と
同
じ
年
月
日
の
手
実（
縦
二
八
・
一
、
横
一
三
・
〇
㎝
）で
あ
る
。
天
平
十

三
年
六
月
～
同
十
五
年
四
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
約
九
〇
〇
〇
字
の
千
手
経
一
巻（
註
39
）

を
、
一
〇
〇
〇
部
書
写
す
る
千
手
経
一
千
巻
写
経
事
業（
註
40
）の
も
の
で
あ
る
。
同
十
三

年
七
月
十
五
日
付
願
文
を
も
つ
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
「
千
手
千
眼
陀
羅
尼
経
残
巻
（
玄

昉
願
経
）」
が
そ
の
唯
一
の
遺
例
と
さ
れ
る
。
民
屯
麻
呂
は
千
手
経
を
一
巻
一
六
紙
の
も

の
が
七
巻
、
一
七
紙
と
一
九
紙
の
も
の
が
一
巻
ず
つ
で
、
合
計
⒜
九
巻
⒞
一
四
八
紙
を
書

写
し
て
い
る（
註
41
）。〔
史
料
６
〕
で
は
同
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
で
受
紙
⒝
「
百
五

十
五
張
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
五
五
枚
の
紙
を
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
次

の
帳
簿
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

〔
史
料
７
〕「
写
経
充
紙
帳
」（『
大
日
古
』
七
ノ
五
七
一
～
五
七
二
、
続
々
修
三
五
ノ
一
第
一

〇
紙
）【
図
版
9
】

　

こ
の
帳
簿
は
経
師
に
支
給
し
た
紙
の
数
を
記
録
し
た
も
の
で
、『
大
日
古
』
で
「
民
鳥

万
呂
」
と
翻
刻
さ
れ
る
人
物
が
、
⒜
九
月
二
十
日
に
一
四
枚
に
二
枚
追
加
し
て
合
計
一
六

枚
、
十
月
十
三
日
に
追
加
分
を
ふ
く
め
て
二
〇
枚
、
十
七
日
に
一
七
枚
、
二
十
日
に
一
七

３　

正
倉
院
文
書
に
見
ら
れ
る
民
屯
麻
呂
の
自
筆

　

正
倉
院
文
書
は
写
経
所
の
帳
簿
で
あ
り
、
た
と
え
ば〔
史
料
２
〕〔
史
料
３
〕〔
史
料
４
〕な

ど
の
口
座
式
の
帳
簿
は
写
経
所
の
案
主（
事
務
担
当
者
）が
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
帳
簿
が
大
部
分
を
占
め
る
が
、〔
史
料
１
〕〔
史
料
５
〕
は
民
屯
麻
呂
の
自
筆
で
あ
る
。

こ
の
「
一
切
経
経
生
継
文
」
は
短
冊
状
の
紙
を
案
主
が
十
数
通
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
筆
の
手
実
は
、
経
師
本
人
が
書
写
し
た
用
紙
数
と
仏
典
名
を
短
冊
状
の
紙

に
記
し
、
写
経
所
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
写
経
所
の
案
主（
事
務
担
当
者
）が

他
の
経
師
の
手
実
と
と
も
に
貼
り
継
ぎ
、
支
給
し
た
紙
数
、
書
写
し
た
紙
数
な
ど
を
確
認

し
、
合
致
す
る
場
合
は
「
合
」
な
ど
と
記
入
す
る
。
さ
ら
に
布
施（
＝
給
与
）支
給
額
を
記

入
す
る
場
合
も
あ
る
。

　

正
倉
院
文
書
に
は〔
史
料
１
〕〔
史
料
５
〕以
外
に
も
民
屯
麻
呂
自
筆
の
手
実
が
多
数
存
在

す
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
全
部
を
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
主
な
手
実
を
年
代
順

に
紹
介
し
た
い
。

〔
史
料
６
〕
天
平
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（
註
38
）（『
大
日
古
』
七
ノ
五

八
一
、
続
々
修
七
ノ
二
第
八
紙
）【
図
版
8
】

　
　

民
屯
麻
呂
写
千
手
千
眼
経
⒜

九
巻　
七
巻
十
六
張　

一
巻
十
七
張

一
巻
十
九
張　
　
　
　
　
　

　
　
　
「
合
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
異
筆
）

　
　
　

受
紙
⒝

百
五
十
五
張　
返
上
五
張

破　

一
張　
「
失
紙
一
枚
」

　
　
鳥　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

民
取
万
呂　
⒜

九
月
二
十
日
充
十
六
又
二
枚
合
十
六　

十
月
十
三
日
十
七
枚
又
三
枚　
十
七
日

　
　
〻

十
七
枚　

二
十
日
十
七
枚　
二
十
二
日
十
七
⒝
合
七
十
一　

十
一
月
五
日
黄
十
七
枚　
七
日
白
十

七
枚　
二
十
一
日
白
十
七
枚　
二
十
三
日
十
七
枚　
二
十
八
日
白
十
七
枚
合
六
十
八
枚

　
　
　
　
　
⒞
一
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八

　

合
充
白
紙　
九
月
料　
⒟
四
巻
十
月
料
■
枚
⒡

百
五
十
五
枚　

黄
十
七　
十
一
月
料

反
七
枚

　
　
　
　
　
　

⒠
四
巻
十
一
月
料　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〻

　

始
天
平
十
四
年
二
月
八
日
充
白
紙
十
七
枚　
十
三
日
十
七
枚　
十
九
日
十
六
枚
又
一
枚　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

失
一

　

二
十
四
日
十
七
枚　
二
十
五
日
十
七
枚　
一
合
充
八
十
五
既
千
手
用　
三
月
二
日
黄
二
巻

　

十
一
日
黄
一
巻　
十
三
日
黄
一
巻　
二
十
日
十
七　
二
十
二
日
十
七　
合
充
巻
十
四　
三
十
四
白

八
十
黄

　
　

四
月
四
日
十
七

　
　

自
四
月
一
日
至
二
十
九
日
受
黄
白
紙
五
十　

既
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〻

図版８　天平十三年十一月二十九日付
　　　　民屯麻呂手実
　　　　（続々修七ノ二第八紙）

■
■
張

　

　
　

　
　

〻

破
二
張

　

　〻

　〻

〻



　

五
月
一
日
経
の
民
屯
麻
呂
手
実（
縦
二
八
・
三
、
横
八
・
八
㎝
）で
あ
る
。
民
屯
麻
呂
は

倶
舎
論
の
第
十
一
巻
と
第
十
二
巻
を
そ
れ
ぞ
れ
一
七
枚
と
一
九
枚
、
合
計
三
六
枚
を
書
写

し
て
い
る
。
⒜
「
天
平
十
三
年
八
月
十
九
日
」
と
記
し
て
い
る
が
、
左
右
に
貼
り
継
が
れ

た
他
の
経
師
の
手
実
は
「
天
平
十
四
年
八
月
二
十
九
日
」
で
あ
る
。
民
屯
麻
呂
が
「
年
」

と
「
日
」
を
間
違
え
て
い
る
。

　

次
の
史
料
は
校
生
と
し
て
の
民
屯
麻
呂
の
手
実
で
あ
る
。
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民
屯
麻
呂
受
写
倶
舎
論
二
帙　
写
了
二
巻　
十
一
巻
十
七
張　

破
一

十
二
巻
十
九
張　

文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了
一八
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〻

　
　

※「
間
十
月
写
二
巻
用
三
十
八
枚
文
二　
　
※「
合
」

　
　
　
　
　

受
紙
四
十
張　
破
一
張

返
三
張　

見
用
紙
三
十
六
張
文　
※「
巻
四
」

　
　

※「
両
月
合
七
十
四
枚
文
三　

麁
七
十
一
」

　
　
※「
充
三
百
六
十
一
文
」「
以
上
二
」
⒜

天
平
十
三（
四
カ
）年八

月
十
（
マ
マ
）九

日
「
讀
大
伴　
勘
人
成
」

図版10　天平十三（四カ）年八月十（ママ）九日付民屯麻呂手実
　　　　（続々修一ノ二第二七紙）

枚
、
二
十
二
日
に
一
七
枚
、
合
計
⒝
七
一
枚
を
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
十
一

月
五
日
に
は
「
黄
十
八
枚
」、
七
日
に
は
「
白
十
七
枚
」
が
支
給
さ
れ
る
が
、
栄
原
永
遠

男
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
黄
」
は
五
月
一
日
経
の
紙
で
「
白
」
が
千
手
経
の
紙
で
あ

る（
註
42
）。
十
一
月
の
千
手
経
の
紙
数
を
求
め
る
と
、
七
日
に
白
一
七
枚
、
二
十
一
日
に

白
一
七
枚
、
二
十
三
日
一
七
枚
、
二
十
八
日
白
一
七
枚
で
合
計
が
六
八
枚
と
な
る
。
九
月

か
ら
の
千
手
経
の
紙
の
合
計
を
あ
わ
せ
る
と
九
月
分
一
六
枚
、
十
月
分
七
一
枚
、
十
一
月

分
六
八
枚
で
、
合
計
⒡
一
五
五
枚
と
な
り
、〔
史
料
６
〕の
受
紙
⒝
「
百
五
十
五
張
」
と
一

致
す
る
。
ま
た
九
月
が
⒞「
一
巻
」分
、
十
月
と
十
一
月
が
そ
れ
ぞ
れ
⒟
⒠「
四
巻
」分
で
、

合
計
九
巻
と
す
る
が
、
こ
れ
も〔
史
料
６
〕の
「
千
手
千
眼
経
」
⒜
「
九
巻
」
と
一
致
す
る
。

こ
こ
か
ら〔
史
料
７
〕の
「
民
鳥
万
呂
」
は
民
屯
麻
呂
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
史
料
８
〕天
平
十
三（
四
カ
）年
八
月
十（
マ
マ
）九
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（『
大
日
古
』
八
ノ

八
五
、
続
々
修
一
ノ
二
第
二
七
紙
）【
図
版
10
】

図版９　「写経充紙帳」
　　　　（続々修三五ノ一第一〇紙）
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〔
史
料
９
〕
天
平
十
五
年
五
月
二
十
五
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（
八
ノ
一
九
七
、
続
々
修
一
ノ

三
第
三
紙
）【
図
版
11
】

　

民
屯
麻
呂
校
奉
一
切
経

　
　

合
七
十
七
巻　
　

用
紙
一
千
五
百
五
十
五
張

　
　
　
　
　
　
　

天
平
十
五
年
五
月
二
十
五
日

　

こ
の
手
実
は
「
宮
一
切
経
校
生
手
実
」、
す
な
わ
ち
五
月
一
日
経
の
校
生
の
手
実
が
貼

り
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
民
屯
麻
呂
の
手
実（
縦
二
九
・
六
、
横
一
三
・
一
㎝
）

が
あ
り
、
七
七
巻
、
用
紙
一
五
五
五
枚
を
校
正
し
た
と
あ
る
。

〔
史
料
10
〕
天
平
十
五
年
十
一
月
二
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（
八
ノ
二
三
三
、
続
々
修
一
一
ノ

二
第
一
〇
紙
）【
図
版
12
】

　

民
屯
麻
呂
写
法
華
経
一
部　
一
巻
二
十
二

二
巻
二
十
六　
三
巻
二
十
四

四
巻
二
十
一　
五
巻
二
十
三

六
巻
二
十
二　
七
巻
二
十
一

八
巻
十
八

　
　

受
紙
百
八
十
一
張
破
四　

見
用
紙
百
七
十
七
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
二
日　
⒜

民
麻
呂　
　
「
勘
酒
主
」

　
「
充
銭
八
百
八
十
五
文
」

図版12　天平十五年十一月二日付
　　　　民屯麻呂手実
　　　　（続々修一一ノ二第一〇紙）

図版11　天平十五年五月二十五
　　　　日付民屯麻呂手実
　　　　（続々修一ノ三第三紙）

　
「
五
十
部
法
華
経
并
法
華
摂
釈
経
師
等
手
実
」
に
貼
り
継
が
れ
た
民
屯
麻
呂
手
実（
縦
二

九
・
一
、
横
一
九
・
六
㎝
）
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
玄
昉
の
発
願
で
、
天
平
十
五
年

七
月
二
十
三
日
か
ら
十
一
月
末
ま
で
法
華
経
五
〇
部
四
〇
〇
巻
・
法
華
摂
釈
一
部
四
巻
を

書
写
し
た（
註
43
）。
法
華
経
五
〇
部
四
〇
〇
巻
と
は
法
華
経
全
八
巻
を
五
〇
部
、
合
計
四

〇
〇
巻
を
書
写
す
る
事
業
で
あ
り
、
民
屯
麻
呂
は
こ
の
う
ち
の
一
部
八
巻
一
七
七
枚
を
書

写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
手
実
で
は
日
付
の
下
の
名
前
に
「
屯
」
が
抜
け
て
お
り
、

⒜
「
民
麻
呂
」
と
な
っ
て
い
る
。

〔
史
料
11
〕
天
平
十
八
年
六
月
二
十
六
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（『
大
日
古
』
九
ノ
二
三
二
、

続
々
修
二
三
ノ
四
第
一
〇
紙
）【
図
版
13
】

　

民
屯
麻
呂
写
百
論
疏
中
巻　
　

⒜

紙
五
十
八
張

　
　

摂
大
乗
論
釈
一
巻　
⒝

紙
三四
十十

二
張

　
　

涅
槃
義
記
第
二
巻　
⒞

紙
七
十
二
張

　
　

倶
舎
論
疏
第
八
巻　
⒟

紙
五
十
張八　

所
写
二
十
枚　

未
写
三
十
枚

　
　
　
　
　
　

合
二
百
十
二三
十

張　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
合
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〻

　
　
　
　
　
　
「
⒠

十
十
八
年
六
月
二
十
六
日
民
屯
万
呂
」

　

民
屯
麻
呂
の
五
月
一
日
経
の
手
実
で
あ
る
。
五
月
一
日
経
書
写
に
お
け
る
紙
の
支
給
状

況
を
記
し
た
「
常
疏
紙
充
帳
」（
註
44
）（『
大
日
古
』
未
収
、
続
々
修
三
五
ノ
五
第
一
～
第
四

八
紙
）に
は
、
こ
の
時
の
民
屯
麻
呂
へ
の
支
給
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
12
〕常
疏
紙
充
帳（『
大
日
古
』
未
収
、
続
々
修
三
五
ノ
五
第
三
四
～
三
七
紙
）

　

民
屯
万
呂

　
　
　
　
　
（
略
）

　

二
月
三
日
充
白
紙
十
二
枚　

四
日
四
十　

四
月
二
十
四
充
白
紙
二
十
張

　

合
受
紙
七
十
二
張
正
用
五
十
八

返
十
二
枚
■　
　
　

已
上
A

百
論
疏
中
巻
料

　

四
月
二
十
七
日
充
黄
紙
二
十
張　

五
月
三
日
充
黄
紙
十
三
枚　

合
受
紙
三
十
三
張
正
用
三
十
二

破
一
■
■
■

　

已
上
B

摂
大
乗
論
釈
論
第
一
巻
料

　

五
月
二
十
二
日
充
白
紙
二
十
張　

二
十
七
日
充
白
紙
二
十
張　

六
月
三
日
充
白
紙
二
十
張

　

十
一
日
充
白
紙
二
十
張

　

合
受
紙
八
十
張
正
用　
　

返
上
十
枚

七
十
二　

空
二
破
一　
C

涅
槃
経
疏
第
二
巻
料
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十
九
年
七
月
二
十
八
日
充
黄
紙
二
十
張
正
用
十
六

破
一
返
三　

已
上
G

名
僧
伝
第
二
巻
料　
（
略
）

　

八
月
五
日
充
二
十
張
正
用
十
八

返
二
■
■　

已
上
H

名
僧
伝
第
十
二
巻
料

　

十
九
年
九
月
一
日
充
白
紙
四
十
張　

十
八
日
三
張　

合
受
紙
四
十
三
張
正
用
四
十

返
二
破
一

　

已
上
I

法
花
経
義
疏
第
二
巻
料

　

十
九
年
九
月
二
十
一
日
充
紙
四
十
張
正
用
三
十
九

返
一
■
■
■　
　
　

已
上
J

法
花
経
吉
蔵
師
疏
第
一
巻
料

　
　
　
　
　
（
略
）

　
「
百
論
疏
中
巻
」
へ
の
支
給
分
と
し
て
は
、〔
史
料
12
〕の
A
百
論
疏
中
巻
料
の
前
に
「
二

月
三
日
充
白
紙
十
二
枚　

四
日
四
十　

四
月
二
十
四
日
充
白
紙
二
十
張　

合
受
紙
七
十
二

張（
正
用
五
十
八
／
返
十
二
）」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
二
枚
＋
四
〇
枚
＋
二
〇
枚
の
合
計

七
二
枚
が
支
給
さ
れ
、
こ
の
う
ち
実
際
に
書
写
さ
れ
た
の
は
「
正
用
」
の
五
八
枚
で
あ
っ

た
、
こ
れ
は〔
史
料
11
〕の
⒜
「
紙
五
十
八
張
」
と
一
致
す
る
。

　

ま
た
同
様
に
「
摂
大
乗
論
釈
一
巻
」
へ
の
支
給
分
と
し
て
は〔
史
料
12
〕B
摂
大
乗
論
釈

論
第
一
巻
料
の
前
の
「
四
月
二
十
七
日
充
黄
紙
二
十
張
、
五
月
三
日
充
黄
紙
十
三
枚　

合

受
紙
三
十
三
張（
正
用
三
十
二
／
破
一
）」
が
該
当
し
、
三
三
枚
が
支
給
さ
れ
、
そ
の
う
ち

書
写
さ
れ
た
の
は
三
二
枚
で
あ
る
。
こ
れ
も〔
史
料
11
〕の
⒝
「
紙
三
十
二
張
」
と
一
致
す

る
。「
涅
槃
義
記
第
二
巻
」
も
〔
史
料
12
〕
C
涅
槃
経
疏
第
二
巻
料
の
前
に
「
合
受
紙
八
十

張（
正
用
／
七
十
二
／
返
上
十
枚
／
空
二
破
一
）」と
あ
っ
て
七
二
枚
に
書
写
さ
れ
て
お
り
、

〔
史
料
11
〕の
⒞
「
紙
七
十
二
張
」
と
一
致
す
る
。「
倶
舎
論
疏
第
八
巻
」
も〔
史
料
12
〕D

倶
舎
論
疏
第
八
巻
料
の
前
に
「
合
受
紙
五
十
張（
正
用
／
如
此
）」
と
あ
り
、
五
〇
枚
に
書

写
さ
れ
て
お
り
、〔
史
料
11
〕の
⒟
「
紙
五
十
張
」
と
一
致
す
る
。

　

こ
の
手
実
の
日
付
⒠
「
十
十
八
年
六
月
二
十
六
日
民
屯
万
呂
」
は
民
屯
麻
呂
が
日
付
を

書
き
忘
れ
て
い
る
。
後
か
ら
別
人
が
書
き
加
え
て
い
る
が
、「
十
」
を
二
度
書
き
、「
民
」

の
字
も
書
き
間
違
え
て
い
る
。

〔
史
料
13
〕
天
平
十
八
年
閏
九
月
二
十
六
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（『
大
日
古
』
九
ノ
二
六
八
、

続
々
修
二
三
ノ
四
第
二
六
紙
）【
図
版
14
】

　

民
屯
麻
呂
写
疏
合
二
巻

　

解
深
密
経
疏
第
一
巻　
⒜

紙
七
十
二
張

　

瑜
伽
論
第
十
巻
疏　
⒝

紙
七
十
三
張

　

見
写
紙
百
四
十
五
張

図版13　天平十八年六月二十六日付民屯麻呂手実
　　　　（続々修二三ノ四第一〇紙）

図版14　天平十八年閏九月二十六日付
　　　　民屯麻呂手実
　　　　（続々修二三ノ四第二六紙）

　

六
月
十
七
日
充
白
紙
二
十
張　

二
十
七
日
充
白
紙
二
十
張　

同
日
充
十
張

　

合
受
紙
五
十
張
正
用

如
此　

已
上
D

倶
舎
論
疏
第
八
巻
料

　
　
　
※
「
七
月
上
旬
給
」　
　
　
　
　
　
　
三

　

十
八
年
八
月
十
六
日
充
白
紙
三
十
張　

八
月
二
十
二
日
充
白
紙
二
十
張

─

八
月
二
十
五
日
充
白
紙
二
十
張

　
　

合
受
紙
七
十（

×
四
）三張

正
用

同
上　

已
上
E

解
深
蜜
経
疏
第
一
巻
料

　
　

九
月
二
十
一
日
充
白
紙
八
十
張　

合
受
紙
八
十
張
正
用
七
十
二

返
八
■
■
■

　
　

已
上
F

瑜
伽
論
抄
記
第
十
巻
料

　
　
　
　
　
（
略
）
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⒞
九　

　
　
　
　

天
平
十
八
年
潤
月
二
十
六
日

　

こ
の
民
屯
麻
呂
の
手
実
も〔
史
料
11
〕と
同
様
に〔
史
料
12
〕の
「
常
疏
紙
充
帳
」
と
比
較

す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
解
深
密
経
疏
第
一
巻
」
へ
の
紙
の
支
給
は
〔
史
料
12
〕
E
解
深
蜜

経
疏
第
一
巻
料
の
前
に
「
十
八
年
八
月
十
六
日
充
白
紙
三
十
三
張　

八
月
二
十
二
日
充
白

紙
二
十
張　

八
月
二
十
五
日
充
白
紙
二
十
張　

合
受
紙
七
十
三
張（
正
用
／
同
上
）」
と
あ

り
、
正
用
は
七
三
紙
で〔
史
料
13
〕の
⒜
「
紙
七
十
二
張
」
よ
り
一
枚
多
い
。
一
方
「
瑜
伽

論
第
十
巻
疏
」
は〔
史
料
12
〕F
瑜
伽
論
抄
記
第
十
巻
料
の
前
に
「
九
月
二
十
一
日
充
白
紙

八
十
張　

合
受
紙
八
十
張
（
正
用
七
十
二
／
返
八
）」
と
あ
り
、
正
用
は
七
二
枚
で
〔
史
料

13
〕の
⒝
「
紙
七
十
三
張
」
よ
り
一
枚
少
な
い
。

　

こ
の
手
実
で
は
民
屯
麻
呂
は
「
天
平
十
八
年
潤
九
月
二
十
六
日
」
と
日
付
を
入
れ
て
い

る
が
、「
潤
」（
註
45
）の
あ
と
に「
月
」と
書
い
た
後
で
⒞「
九
」を
右
横
に
書
き
加
え
て
い
る
。

〔
史
料
14
〕天
平
十
九
年
十
一（
十
二
カ
）月
二
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（『
大
日
古
』
九
ノ
五
八

八
、
続
々
修
一
九
ノ
一
二
第
二
紙
）【
図
版
15
】

　

民
屯
麻
呂
解　

申
写
疏
用
紙
事

　
　

合
一〻
百〻
十〻
三〻
張〻　

法
花
義
吉
蔵
師
疏
第
一
巻　
⒜
※「
用
二
十
七
」

三〻
十〻
九〻
張〻

　
　
十〻
二〻
張〻
阿〻
刀〻
弟〻
人〻
写〻　
　

第
二
巻
⒝

四
十
張　

名
僧
伝
第
二
巻
⒞

十
六
張

　
　

第
十
二
巻
⒟

十
八
張

　
　
※「
定
百
一
張
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
十
九
年
⒠
十（

十
二
カ
）

一
月
一
日

　
「
常
疏
手
実
帳
」
に
貼
り
継
が
れ
た
五
月
一
日
経
の
民
屯
麻
呂
手
実
で
あ
る
。〔
史
料

12
〕の
「
常
疏
紙
充
帳
」
と
比
較
す
る
と
、「
法
花
義
吉
蔵
師
疏　

第
一
巻
」
は〔
史
料
12
〕

の
J
法
花
経
吉
蔵
師
疏
第
一
巻
料
の
前
に
「
十
九
年
九
月
二
十
一
日
充
紙
四
十
張
（
正
用

三
十
九
／
返
一
）」と
あ
り
、〔
史
料
14
〕の
⒜「
三
十
九
張
」と
一
致
す
る
。
し
か
し 

⒜「
三

十
九
張
」
は
抹
消
さ
れ
、
横
に
朱
で
「
用
二
十
七
」
と
あ
り
、
ま
た
「
十
二
張
阿
刀
弟
人

写
」
と
書
か
れ
た
部
分
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
民
屯
麻
呂
は
阿
刀
弟
人
書
写
分
の

一
二
張
を
含
め
て
「
三
十
九
張
」
と
記
し
た
が
、
自
身
が
書
写
し
た
枚
数
で
あ
る
「
二
十

七
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。「
法
花
義
吉
蔵
師
疏
第
二
巻
」
は
〔
史
料
12
〕
に
は
I
「
法
花

経
義
疏
第
二
巻
料
」
と
あ
り
、
経
典
名
に
「
吉
蔵
師
」
が
み
え
な
い
が
、「
合
受
紙
四
十

三
張（
正
用
四
十
／
返
二
破
一
）」と
あ
り
、〔
史
料
14
〕の
⒝「
四
十
張
」と
一
致
す
る
。「
名

図版15　天平十九年十一（十二カ）月二日付民屯麻呂手実
　　　　（続々修一九ノ一二第一〜三紙）
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書
き
入
れ
て
い
る
。〔
史
料
10
〕で
は
自
身
の
名
前
の
「
屯
」
の
字
を
落
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
手
実
は
、
民
屯
麻
呂
が
自
ら
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
自
筆
で
あ
る
。
次
に

巻
末
紙
背
墨
書
に
見
ら
れ
る
民
屯
麻
呂
の
筆
跡
を
み
て
い
き
た
い
。

４　

巻
末
紙
背
墨
書
に
み
え
る
民
屯
麻
呂
の
筆
跡

　

現
状
の
古
写
経
に
は
巻
末
紙
背
墨
書
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
経
師
や
校
生

が
工
程
を
終
え
た
際
に
、
案
主
や
次
の
担
当
者
に
進
捗
状
況
が
わ
か
る
よ
う
に
書
き
込
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
。
巻
首
か
ら
巻
末
に
向
か
っ
て
巻
い
た
時
に
一
番
外
側
に
来
る
の
が
、

本
紙
最
終
紙
の
背
面
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
。
こ
の
部
分
は
通
常
は
軸
付
け

の
時
に
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
余
白
が
足
り
な
い
時
は
巻
末
紙
の
天
地
を

斜
め
に
カ
ッ
ト
し
て
軸
を
つ
け
た
。
こ
の
場
合
は
書
込
み
が
巻
末
紙
背
墨
書
と
し
て
残
る

こ
と
が
あ
っ
た（
註
46
）。

　

そ
し
て
五
月
一
日
経
の
「
法
句
譬
喩
経　

巻
第
一
」「
舎
利
弗
阿
毘
曇　

巻
第
三
」「
衆
事

分
阿
毘
曇　

巻
第
九
」
の
巻
末
紙
背
の
墨
書
に
は
「
民
屯
万
呂
」
の
名
前
が
み
え
る
。

〔
史
料
15
〕「
法
句
譬
喩
経　

巻
第
一
」（
№
4
5
8
）の
巻
末
紙
背
墨
書【
図
版
16
】

　
　
　
　
⒜

□
五
破
一　
　
　
　
　
　
　
　

十
四

　
　

□　
文
一　

正
了
⒝

十
三
日
二
校
民
屯
万
呂
字
一
誤　

こ
の
よ
う
に
巻
末
紙
背
に「
十
三
日
二
校
民
屯
万
呂
字
一
誤
」と
あ
り
、
民
屯
麻
呂
が「
法

句
譬
喩
経　

巻
第
一
」
の
二
回
目
の
校
正
を
担
当
し
、
誤
字
を
一
字
見
つ
け
た
と
あ
る
。

こ
の
「
法
句
譬
喩
経　

巻
第
一
」
は
、
天
平
十
四
年
八
月
二
十
九
日
付
阿
刀
息
人
手
実
に

よ
っ
て
、
阿
刀
息
人
が
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る（『
大
日
古
』
八
ノ
七
八
、
続
々
修
一
ノ

二
第
一
二
紙
）。
こ
の
手
実
に
は
「
法
句
譬
喩
経
第
一
巻　

二
十
五
／
破
一
文
」
と
あ
る

の
で
、
⒜
「
□
五
破
一
」
は
「
二
十
五
破
一
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
聖

語
蔵
経
巻
に
お
い
て
も
全
二
五
紙
で
あ
り
、
最
終
紙
は
願
文
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

八
月
二
十
九
日
に
書
写
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
⒝
「
十
三
日
」
は

「
九
月
十
三
日
」
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
次
の
〔
史
料
16
〕
は
手
実
の
日
付
よ
り
も
前
に
二

校
を
終
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
八
月
十
三
日
」
と
考
え
る
。

〔
史
料
16
〕「
舎
利
弗
阿
毘
曇　

巻
第
三
」（
№
8
7
3
）の
巻
末
紙
背
墨
書【
図
版
17
】

僧
伝
第
二
巻
」
は〔
史
料
12
〕G
名
僧
伝
第
二
巻
料
「
十
九
年
七
月
二
十
八
日
充
黄
紙
二
十

張（
正
用
十
六
／
破
一
返
三
）」
と
あ
り
、〔
史
料
14
〕の
⒞
「
十
六
張
」
と
一
致
す
る
。「
名

僧
伝　

第
十
二
巻
」
は〔
史
料
12
〕H
名
僧
伝
第
十
二
巻
料
の
前
に
「
八
月
五
日
充
二
十
張

（
正
用
十
八
／
返
二
）」
と
あ
り
、〔
史
料
14
〕の
⒟
「
十
八
張
」
と
一
致
す
る
。

　
〔
史
料
14
〕で
は
民
屯
麻
呂
は
日
付
を
⒠
「
十
一
月
二
日
」
と
し
て
い
る
が
、
左
右
の
手

実
は
「
十
二
月
二
日
」
で
あ
る
。
民
屯
麻
呂
が
「
月
」
を
間
違
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に〔
史
料
8
〕で
は
「
年
」
と
「
日
」
を
、〔
史
料
14
〕は
「
月
」
を
間
違
え
て

お
り
、〔
史
料
11
〕で
は
日
付
を
書
き
忘
れ
、〔
史
料
13
〕は
「
月
」
を
入
れ
忘
れ
て
後
か
ら

図版17　「舎利弗阿毘曇　巻第
　　　　三」（聖語蔵No.873）の
　　　　巻末紙背墨書

図版16　「法句譬喩経　巻第一」
　　　　（聖語蔵No.458）の巻末
　　　　紙背墨書

図版18　「衆事分阿毘曇　巻第
　　　　九」（聖語蔵No.759）の
　　　　巻末紙背墨書
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続
々
修
七
ノ
二
第
八
紙
）【
図
版
8
】

〔
史
料
５
〕天
平
十
四
年
三
月
二
十
七
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（『
大
日
本
古
文
書
』
二
ノ
三
〇

九 

）【
口
絵
3
】

〔
史
料
15
〕「
法
句
譬
喩
経　

巻
第
一
」（
№
4
5
8
）の
巻
末
紙
背
墨
書【
図
版
16
】天
平
十
四

年
八
月
十
三
日

〔
史
料
８
〕天
平
十
三（
四
カ
）年
八
月
十（
マ
マ
）九
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（『
大
日
古
』
八
ノ

八
五
、
続
々
修
一
ノ
二
第
二
七
紙
）【
図
版
10
】

〔
史
料
16
〕「
舎
利
弗
阿
毘
曇　

巻
第
三
」（
№
8
7
3
）の
巻
末
紙
背
墨
書【
図
版
17
】天
平
十

四
年
九
月
十
日
以
前

〔
史
料
17
〕「
衆
事
分
阿
毘
曇　

巻
第
九
」（
№
7
5
9
）の
巻
末
紙
背
墨
書【
図
版
18
】天
平
十

四
年
十
月
一
日
以
降

〔
史
料
９
〕
天
平
十
五
年
五
月
二
十
五
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（
八
ノ
一
九
七
、
続
々
修
一
ノ

三
第
三
紙
）【
図
版
11
】

〔
史
料
10
〕
天
平
十
五
年
十
一
月
二
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（
八
ノ
二
三
三
、
続
々
修
一
一
ノ

二
第
一
〇
紙
）【
図
版
12
】

〔
史
料
11
〕
天
平
十
八
年
六
月
二
十
六
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（『
大
日
古
』
九
ノ
二
三
二
、

続
々
修
二
三
ノ
四
第
一
〇
紙
）【
図
版
13
】

〔
史
料
13
〕
天
平
十
八
年
閏
九
月
二
十
六
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（『
大
日
古
』
九
ノ
二
六
八
、

続
々
修
二
三
ノ
四
第
二
六
紙
）【
図
版
14
】

〔
史
料
14
〕天
平
十
九
年
十
一（
十
二
カ
）月
二
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（『
大
日
古
』
九
ノ
五
八

八
、
続
々
修
一
九
ノ
一
二
第
二
紙
）【
図
版
15
】

　
「
仏
説
中
心
経
」
と
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」
の
筆
跡
の
特
徴
と
し
て
記
し
た
、
文
字

の
中
心
が
外
れ
、
蛇
行
す
る
傾
向
は
、
手
実
、
巻
末
紙
背
墨
書
の
よ
う
な
メ
モ
に
お
い
て
も

同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
写
経
と
紙
背
墨
書
と
の
大
き
な
違
い
は
楷
書
か
行
書
か
と

い
う
と
こ
ろ
だ
が
、「
二
校
民
屯
麻
呂
」
と
あ
る
あ
た
り
は
、
文
字
が
蛇
行
し
て
い
る
こ
と

が
み
て
と
れ
る
。
手
実
は
書
法
と
し
て
は
楷
書
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
写
経
の
筆
跡

と
異
な
り
、
入
筆
、
終
筆
、
あ
る
い
は
、「
と
め
」「
は
ね
」「
払
い
」
に
お
い
て
筆
先
ま
で
神

経
が
行
き
届
い
て
い
な
い
書
き
方
で
あ
る
が
、
同
様
に
中
心
が
は
ず
れ
蛇
行
す
る
。〔
史
料

５
〕
天
平
十
四
年
三
月
二
十
七
日
付
民
屯
麻
呂
手
実
（『
大
日
古
』
二
ノ
三
〇
九 

）【
口
絵
3
】

　
⒜

巻
用
三
十
六
枚
破
一　
⒝

十
四
年
九
月
九
日
漢
一
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
校
民
屯
万
呂
九
月
十
日
正
了

　
「
舎
利
弗
阿
毘
曇　

巻
第
三
」
は
天
平
十
四
年
九
月
三
十
日
付
漢
浄
万
呂
手
実
に
よ
っ

て
漢
浄
麻
呂
が
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る（『
大
日
古
』
八
ノ
八
七
～
八
八
、
続
々
修
一
ノ

二
第
三
四
・
三
五
紙
）。
こ
の
手
実
で
は
「
舎
利
弗
阿
毘
曇
」「
第
三　

用
三
十
六
破
一
」

と
あ
る
の
で
、〔
史
料
16
〕の
⒜
「
巻
用
三
十
六
破
一
」
と
一
致
す
る
。
聖
語
蔵
経
巻
に
お

い
て
も
全
三
六
紙
で
あ
る
。

　

手
実
は
「
九
月
三
十
日
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
巻
末
紙
背
に
⒝
「
十
四
年
九
月
九
日
漢
」

と
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
「
九
月
九
日
」
に
書
写
が
終
了
し
、「
九
月
十
日
」
以
前
に
民

屯
麻
呂
が
二
回
目
の
校
正
を
終
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
史
料
17
〕「
衆
事
分
阿
毘
曇　

巻
第
九
」（
№
7
5
9
）の
巻
末
紙
背
墨
書【
図
版
18
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⒜

十
月
一
日
一
校
□　

　
　
　

二
校
民
屯
麻
呂
未
正
了　
　
　

　
「
衆
事
分
阿
毘
曇　

巻
第
九
」
は
天
平
十
四
年
十
月
二
十
九
日
付
韓
国
人
成
の
手
実
に
よ

っ
て
、
韓
国
人
成
が
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
九
四
、
続
々
修
一
ノ
二
第
四
八
紙
）。

こ
の
手
実
で
は
「
衆
事
分
阿
毘
曇
」「
九
巻
二
十
二
」
と
あ
り
、
聖
語
蔵
経
巻
に
お
い
て
も

全
二
二
紙
で
あ
る
。
⒜
「
十
月
一
日
一
校
□
」
と
あ
り
、
一
回
目
の
校
正
が
十
月
一
日
に

終
了
し
て
い
る
た
め
、
民
屯
麻
呂
は
こ
れ
以
降
に
二
回
目
の
校
正
を
終
え
た
と
思
わ
れ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
経
巻
に
直
接
書
き
込
ま
れ
た
巻
末
紙
背
墨
書
は
、
民
屯
麻
呂
本
人
が

作
業
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
書
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
彼
の
自
筆
で
あ
る
。
次
節
で
は
、

正
倉
院
文
書
の
手
実
と
現
存
五
月
一
日
経
の
巻
末
紙
背
の
墨
書
の
筆
跡
も
確
認
し
た
い
。

５　

民
屯
麻
呂
の
筆
跡
の
検
討

　

改
め
て
手
実
や
巻
末
紙
背
墨
書
と
い
っ
た
、
写
経
で
は
な
い
事
務
的
な
記
録
、
メ
モ
を

含
め
、
民
屯
麻
呂
の
筆
跡
を
年
代
順
に
並
べ
て
み
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る
。

〔
史
料
1
〕天
平
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
民
屯
麻
呂
手
実（『
大
日
本
古
文
書
』
七
ノ
五

八
八
～
五
八
九
、
塵
芥
二
〇
第
四
紙
）【
図
版
4
】

〔
史
料
６
〕天
平
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
付
民
屯
麻
呂
手
実 

（『
大
日
古
』
七
ノ
五
八
一
、
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信
論　

上
巻
」
は
天
平
十
六
年
十
月
七
日
付
で
「
堕
字
七
字
別
充
銭
七
文　

枚
替
一
充
銭

二
十
文　

誤
字
四
充
銭
一
文
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（『
大
日
古
』
八
ノ
四
九
九
、
続
々
修

二
六
ノ
四
第
六
紙
）。
脱
字
七
字
・
誤
字
四
字
が
見
つ
か
り
、
さ
ら
に
二
〇
文
の
ペ
ナ
ル

テ
ィ
に
相
当
す
る
「
枚
替
」
は
、
一
紙
丸
ご
と
写
し
替
え
る
こ
と
を
意
味
し
、
大
き
な
過

失
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
順
正
理
論
疏
第
一
帙
第
六
巻
」
に
お
い
て
は
「
屯
万

呂
写
内
堕
字
七
十
三
文
字
別
一
文
」
と
見
え
、
脱
字
が
七
三
字
あ
っ
た（『
大
日
古
』
八
ノ

五
〇
〇
、
続
々
修
二
六
ノ
四
第
七
紙
）。「
順
正
理
論
述
文
記
第
六
巻
」
で
は
「
三
一
枚
写

民
堕
字
七
十
二
誤
字
二
十
四
充
銭
七
十
六
文
」
と
あ
り
、
民
屯
麻
呂
が
書
写
し
た
三
一
枚

の
な
か
に
、
脱
字
が
七
二
字
、
誤
字
が
二
四
字
見
つ
か
っ
て
い
る（『
大
日
古
』
八
ノ
五
一

〇
、
続
々
修
二
六
ノ
四
第
二
九
紙
）。

　

民
屯
麻
呂
は
誤
字
・
脱
字
な
ど
が
比
較
的
多
い
経
師
で
あ
っ
た
。
細
か
い
こ
と
に
と
ら

わ
れ
な
い
お
お
ら
か
な
人
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
性
格
を
考
慮
す

れ
ば
、
静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
に
お
い
て
日
付
を
書
き
忘
れ
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
市
川
理
恵
：
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
学
術
専
門
職
員
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
田
恵
理
：
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館　

学
芸
員
）

　

本
稿
は
正
倉
院
文
書
研
究
会
第
四
二
回
定
期
研
究
会（
二
〇
二
四
年
十
一
月
二
日
）の
口
頭
報
告
を
改
稿
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
研
究
は
二
〇
二
四
年
度
三
菱
財
団
人
文
科
学
研
究
助
成
金
「
現
存
古
写
経
の
書
写

と
伝
来
─
静
嘉
堂
古
写
経
群
を
中
心
に
」、
お
よ
び
二
〇
二
一
年
度
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
一
般
共
同
研
究

「
静
嘉
堂
所
蔵
古
写
経
群
の
研
究
資
源
化
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
註
１
）　

願
文
の
翻
刻
・
訓
読
・
現
代
語
訳
・
注
解
に
つ
い
て
は
、
上
代
文
献
を
読
む
会
編
『
上
代
写
経
識

語
注
釈
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。

（
註
２
）　

市
川
理
恵
「
静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
と
五
月
一
日
経
願
文
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
附

属
画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
九
九
、
二
〇
二
三
年
）。

（
註
３
）　

以
下
、「
№
」
は
聖
語
蔵
経
巻
の
通
巻
番
号
を
あ
ら
わ
す
。

（
註
４
）　

天
平
十
四
年
八
月
二
十
八
日
付
淡
海
金
弓
手
実
（『
大
日
本
古
文
書
』〈
以
下
、『
大
日
古
』
と
記
す
〉

八
ノ
八
一
、
続
々
修
一
ノ
二
第
一
九
紙
）に
よ
れ
ば
経
師
は
淡
海
金
弓
で
あ
る
。「
大
樹
緊
那
羅
王
所

問
経
」
の
「
第
一
巻
」
は
「
用
十
九
」「
文
一
」
と
あ
り
、
聖
語
蔵
経
巻
も
全
一
九
紙
で
最
終
紙
（
第

一
九
紙
）は
「
文
」
す
な
わ
ち
願
文
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

（
註
５
）　

田
中
光
顕
『
古
経
題
跋
随
見
録
』（
一
九
一
九
年
）
の
「
巻
第
二
」
に
お
い
て
「
仏
本
行
経　

巻
第
七
」

な
ど
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
手
実
の
「
麻
呂
」
は
「
麿
」
と
記
し
た
の
か
判
別

が
つ
き
に
く
い
ほ
ど
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、「
大
」
の
右
払
い
は
、
右
下
に
流
れ
て
い
る
な
ど
、

写
経
の
筆
跡
の
癖
と
同
じ
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
同
様
の
傾
向
は
天
平
十
五
年
、
十
八
年
、

十
九
年
の
手
実
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

　

手
実
な
ど
の
事
務
的
な
覚
書
に
み
る
字
形
の
乱
れ
と
も
み
な
せ
る
悪
癖
が
、
経
師
な
ら

ば
誰
も
が
謹
直
に
、
し
か
も
底
本
に
忠
実
に
書
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
写
経
に
お
い
て

も
露
出
し
て
し
ま
う
民
長
麻
呂
は
、
筆
跡
を
見
る
限
り
、
必
ず
し
も
優
れ
た
経
師
で
あ
っ

た
と
は
言
い
難
い
。
逆
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
存
す
る
手
実
や
写
経
か
ら
筆
跡
を
比
較
的
容

易
に
判
別
、
同
定
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は〔
史
料
1
〕か
ら
「
仏
説
中
心
経
」
の
筆
者
が
民
屯
麻
呂
で
あ
り
、
さ
ら
に〔
史

料
5
〕で
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」
も
書
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
経
巻
の
筆
跡
を
比

較
し
、
同
筆
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。〔
史
料
１
〕〔
史
料
５
〕〔
史
料
６
〕〔
史
料
８
〕～〔
史

料
11
〕〔
史
料
13
〕〔
史
料
14
〕
の
正
倉
院
文
書
の
民
屯
麻
呂
の
手
実
、
そ
し
て
〔
史
料
15
〕
～

〔
史
料
17
〕
の
五
月
一
日
経
の
巻
末
紙
背
墨
書
も
す
べ
て
民
屯
麻
呂
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
民
屯
麻
呂
は
経
師
と
し
て
五
月
一
日
経
を
書
写
し
、
校
生
と
し
て
五
月
一
日

経
の
巻
末
紙
背
に
校
正
メ
モ
を
書
き
入
れ
、
そ
し
て
写
経
所
に
作
業
報
告
書
を
提
出
し
た
。

こ
れ
ら
の
手
実
や
五
月
一
日
経
が
今
日
ま
で
伝
来
し
、
そ
の
筆
跡
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
の
話
に
戻
り
た
い
。
こ
の
経
巻
に
は
願
文
は
記
さ

れ
る
も
の
の
、
日
付
が
な
か
っ
た
。〔
史
料
１
〕の
日
付
が
天
平
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日

な
の
で
、
本
来
な
ら
ば
民
屯
麻
呂
が
本
文
・
尾
題
に
続
け
て
願
文
、
そ
し
て
そ
の
日
付
も

書
写
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
付
が
な
い
の
は
民
屯
麻
呂
の
過
失
で
あ
る
。
そ
し

て
先
述
し
た
よ
う
に
、
民
屯
麻
呂
の
手
実
に
お
い
て
は
〔
史
料
11
〕
の
日
付
の
書
き
忘
れ
、

〔
史
料
８
〕の
「
年
」
と
「
日
」、〔
史
料
14
〕の
「
月
」
の
間
違
い
、〔
史
料
10
〕の
自
身
の

名
前
の
脱
字
な
ど
が
見
ら
れ
た
。

　

一
方
、
五
月
一
日
経
の
校
正
作
業
で
見
出
し
た
誤
字
・
脱
字
・
余
字
等
を
記
録
し
た
帳

簿
で
あ
る
「
写
一
切
経
疏
校
正
勘
出
帳
」（
註
47
）を
み
る
と
、
民
屯
麻
呂
が
書
写
し
た
「
起
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稿
で
は
「
麻
呂
」
に
統
一
し
、
静
嘉
堂
所
蔵
「
仏
説
中
心
経
」
の
筆
者
は
「
民
屯
麻
呂
」
と
す
る
。

（
註
13
）　

写
経
所
が
玄
昉
の
と
こ
ろ
か
ら
借
用
し
た
リ
ス
ト
で
あ
る
「
請
本
経
帳
」（『
大
日
古
』
七
ノ
五
四

～
八
〇
、
三
ノ
一
四
七
～
一
四
九
、
七
ノ
八
〇
～
九
〇
）
や
天
平
十
五
年
三
月
十
一
日
付
「
写
一

切
経
所
請
経
帳
」（『
大
日
古
』
八
ノ
一
六
五
～
一
六
六
）、
お
よ
び
大
安
寺
や
禅
院
寺
か
ら
の
借
用

し
た
経
典
を
記
す
天
平
十
年
十
一
月
九
日
付
「
本
経
返
送
状
」（『
大
日
古
』
七
ノ
一
九
二
～
一
九

四
）、「
本
経
充
帳
」（『
大
日
古
』
八
ノ
一
一
一
～
一
一
五
）
に
「
中
心
経
」
が
見
え
な
い
の
で
、
底

本
は
不
明
で
あ
る
（
山
本
幸
男
「
玄
昉
将
来
経
典
と
五
月
一
日
経
の
書
写
」『
奈
良
朝
仏
教
史
攷
』

法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
）。

（
註
14
）　
「
破
」
は
紙
が
破
れ
た
も
の
、
も
し
く
は
紙
漉
の
状
態
が
悪
く
書
写
に
堪
え
ら
れ
な
い
も
の
。

（
註
15
）　

静
嘉
堂
所
蔵
古
写
経
群
の
研
究
資
源
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
静
嘉
堂
所
蔵
古
写
経
群
の
調
査
と
研

究
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
公
益
財
団
法
人
静
嘉
堂
、
二
〇
二
四
年
）。
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
開
。

（
註
16
）　

接
続
は
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
三
六
～
三
四
〇
９
（
続
々
修
二
四
ノ
六
第
一
～
五
紙
）
＋
『
大
日
古
』

一
〇
ノ
三
六
五
～
三
六
七（
続
修
後
集
二
八
裏
第
二
紙
）＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
六
七
～
三
六
八（
続

修
四
九
裏
第
三
紙
）
＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
四
〇
10
～
三
四
五
７
（
続
々
修
二
四
ノ
六
第
六
～
一
一

紙
）＋
『
大
日
古
』
二
四
ノ
五
一
八
～
五
一
九
３（
続
修
二
二
裏
第
一
三
紙
）＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三

四
五
８
～
三
四
八
１
（
続
々
修
二
四
ノ
六
第
一
二
～
一
六
紙
）
＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
四
八
２
～
三

五
四
９（
続
々
修
二
四
ノ
六
第
一
二
～
一
六
紙
）＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
五
九
５
～
三
六
一
５（
続
々

修
二
四
ノ
六
第
二
〇
～
二
一
紙
）
＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
六
一
６
～
三
六
二
10
（
続
々
修
二
四
ノ
六

第
二
二
紙
）＋『
大
日
古
』一
〇
ノ
三
六
三
1
～
三
六
五（
続
々
修
二
四
ノ
六
第
二
三
～
二
四
紙
）＋『
大

日
古
』
二
四
ノ
五
一
九
４
～
五
二
〇
（
続
修
二
二
裏
第
二
紙
）
＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
五
四
10
～
三

五
八
４（
続
々
修
二
四
ノ
六
第
一
七
～
一
八
紙
）＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
五
八
５
～
三
五
九
４（
続
々

修
二
四
ノ
六
第
一
九
紙
）＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
六
八
～
三
七
〇（
続
修
二
八
第
五
紙
）＋
『
大
日
古
』

一
〇
ノ
六
四
〇
～
六
四
三（
続
修
二
八
裏
第
五
紙
）＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
七
四（
続
々
修
二
四
ノ
六

裏
第
一
九
紙
）＋
『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
七
四
３
～
４（
続
修
二
八
裏
第
一
紙
）。
上
日
帳
の
復
原
に
つ

い
て
は
栄
原
永
遠
男
「
上
日
帳
に
つ
い
て
」（
上
横
手
雅
敬
監
修
『
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
』
思

文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）、
大
艸
啓
「
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
「
供
奉
礼
仏
」」（『
奈
良
時
代
の
官

人
社
会
と
仏
教
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
年
）。

（
註
17
）　
「
川
内
」
は
「
河
内
」
と
も
書
か
れ
、「
麻
呂
」
と
「
麿
」、「
万（
萬
）」
と
「
末
」
と
「
麻
」、「
侶
」

と
「
呂
」
は
併
用
さ
れ
る
。

（
註
18
）　
『
日
本
思
想
大
系
３　

律
令
』 

軍
坊
令
47
内
六
位
条
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
。
以
下
、
養
老

令
は
本
書
に
拠
る
。

（
註
19
）　
『
日
本
暦
日
総
覧　

具
注
暦
篇　

古
代
中
期
１
』（
本
の
友
社
、
一
九
九
三
年
）。

（
註
20
）　

以
下
、「
／
」
は
改
行
を
あ
ら
わ
す
。

（
註
21
）　

こ
の
帳
簿
は
「
史
生
二
人
」「
式
部
省
」「
書
生
」「
散
位
」「
兵
部
省
」「
大
膳
職
」「
図
書
寮
」「
未
判
書

生
」「
自
政
所
来
舎
人
」
に
区
分
さ
れ
る
も
の
の
、
民
屯
麻
呂
は
「
史
生
二
人
」
と
書
か
れ
た
後
の
、

二
〇
人
目
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
は
史
生
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

の
願
文
が
「
天
平
十
四
年
」
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
巻
第
一
」
に
お
い
て
「
出

曜
経　

巻
第
十
」
の
願
文
を
写
し
と
っ
た
日
付
も
「
天
平
十
四
年
五
月
一
日
記
」
と
な
っ
て
い
る（
早

稲
田
大
学
図
書
館
「
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」）。
皆
川
完
一
氏
は
前
者
が
天
平
十
四
年
十
月
・

十
一
月
に
古
神
徳
が
写
し
た
た
め
、
後
者
も
同
十
四
年
七
月
二
十
四
日
に
底
本
が
充
本
さ
れ
（『
大
日

古
』
八
ノ
一
一
一
）、
十
四
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
写
さ
れ
た
た
め
（『
大
日
古
』
八
ノ
七
九
～
一
〇

一
）、
誤
っ
て
「
天
平
十
四
年
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
（「
光
明
皇
后
願
経
五
月
一
日

経
の
書
写
に
つ
い
て
」『
正
倉
院
文
書
と
古
代
中
世
史
料
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
初

出
、
一
九
六
二
年
）。
前
者
は
個
人
蔵
、
後
者
は
所
蔵
者
不
明
で
あ
る
た
め
画
像
の
確
認
は
で
き
な
か

っ
た
。「
過
去
現
在
因
果
経
」
に
お
い
て
も
天
平
十
四
年
二
月
三
十
日
付
阿
刀
息
人
手
実
に
、
息
人
が

巻
第
四
と
巻
第
五
を
書
写
し
、
巻
第
三
は「
丸
部
石
敷
写
料
給
了
」と
あ
る（『
大
日
古
』八
ノ
二
～
三
、

続
々
修
一
ノ
一
裏
第
六
紙
）。
つ
ま
り
巻
第
三
は
丸
部
石
敷
に
よ
っ
て
天
平
十
四
年
二
月
三
十
日
以
前

に
書
写
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
天
平
十
三
年
中
に
書
写
さ
れ
た
可
能
性
は
残
る
。

（
註
６
）　

天
平
十
二
年
三
月
三
十
日
付
若
養
徳
部
太
麻
呂
手
実
（『
大
日
古
』
七
ノ
四
五
一
～
四
五
二
、
続
々

修
一
九
ノ
三
第
六
四
紙
）
に
よ
れ
ば
経
師
は
若
養
徳
部
太
麻
呂
で
あ
る
。「
順
正
理
論　

第
八
帙
」

の
「
二
巻
」、
す
な
わ
ち
第
七
二
巻
は
「
十
八
張
」
と
あ
り
、
聖
語
蔵
経
巻
で
確
認
す
る
と
第
一

八
紙
に
尾
題
と
願
文
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
経
巻
は
本
文
と
首
題
・
尾

題
は
若
養
徳
部
太
麻
呂
が
書
写
し
た
が
、
願
文
は
天
平
十
二
年
五
月
九
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
ま

で
に
ま
と
め
て
書
写
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
註
７
）　

五
月
一
日
経
に
つ
い
て
は
皆
川
完
一
氏
、
前
掲
註
５
論
文
、
山
下
有
美
ａ
「
勅
旨
写
一
切
経
所
に

つ
い
て
─
皇
后
宮
職
系
統
写
経
機
構
の
性
格
」（『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九
年
、
初
出
、
一
九
九
六
年
）、
同
ｂ
「
五
月
一
日
経
「
創
出
」
の
史
的
意
義
」（『
正
倉
院

文
書
研
究
』
六
、
一
九
九
九
年
）、
同
ｃ
「
五
月
一
日
経
に
お
け
る
別
生
・
疑
偽
・
録
外
経
の
書

写
に
つ
い
て
」（『
市
大
日
本
史
』
三
、
二
〇
〇
〇
年
）な
ど
。

（
註
８
）　

五
月
一
日
経
勘
経
に
つ
い
て
は
、
宮
﨑
健
司
「
光
明
子
発
願
五
月
一
日
経
の
勘
経
」（『
日
本
古
代

の
写
経
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
、
一
九
九
二
年
）、
大
平
聡
「
五
月
一
日
経
の

勘
経
と
内
裏
・
法
華
寺
」（
宮
城
学
院
女
子
大
学
『
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
二
六
、

一
九
九
三
年
）、
山
下
有
美
「
嶋
院
に
お
け
る
勘
経
と
写
経
─
国
家
的
写
経
機
構
の
再
把
握
─
」

（『
正
倉
院
文
書
研
究
』
七
、
二
〇
〇
一
年
）な
ど
。

（
註
９
）　

皆
川
完
一
氏
、
前
稿
注
５
論
文
。

（
註
10
）　

山
下
有
美
氏
、
前
掲
註
7
ａ
論
文
。

（
註
11
）　

正
倉
院
文
書
の
史
料
名
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
正
倉
院
文
書
目
録
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
七
年
～
）お
よ
び
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
」内「
正

倉
院
文
書
マ
ル
チ
支
援
サ
ー
ビ
ス
」
に
拠
る
。

（
註
12
）　
「
民
屯
麻
呂
」
の
「
屯
」
は
『
大
日
古
』
で
は
、「
長
」
と
翻
刻
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
（
二
ノ
二

七
な
ど
）。
し
か
し
筆
の
運
び
や
正
倉
院
文
書
の
「
綿
△
屯
」
の
「
屯
」
と
字
形
が
似
て
い
る
こ

と
か
ら
、
本
稿
で
は
「
屯
」
で
統
一
す
る
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
「
民
鳥
万
呂
」（
七
ノ
五
七
一
）

も
民
屯
麻
呂
と
同
一
人
物
と
考
え
る
。「
麻
呂
」
は
「
万
呂
」
と
書
か
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
本
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（
註
22
）　

大
艸
啓
氏
、
前
掲
註
16
論
文
。

（
註
23
）　

接
続
は
『
大
日
古
』
三
ノ
四
二
六
～
四
五
八
（
続
修
別
集
四
〇
第
一
～
二
〇
紙
＋
続
修
二
八
裏
第

九
～
一
〇
紙
）。

（
註
24
）　

民
屯
麻
呂
と
同
じ
よ
う
に
春
宮
坊
舎
人
か
ら
左
右
大
舎
人
に
転
身
し
、
無
位
か
ら
少
初
位
上
に
昇

っ
た
人
物
と
し
て
は
、
丈
部
子
虫
・
難
万
君
・
錦
部
大
名
な
ど
が
い
る
。

（
註
25
）　

養
老
令
に
お
い
て
初
位
以
上
の
長
上
官
が
考
課
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
前
年
八
月
一
日
以

降
、
今
年
の
七
月
三
十
日
以
前
の
勤
務
日
数
が
二
百
四
十
日
以
上
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
考

課
令
59
内
外
初
位
条
）。
考
課
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
上
上
～
下
下
ま
で
の
九
段
階
の
勤
務
評

定
を
う
け
、
六
年
間
す
べ
て
中
中
で
あ
っ
た
場
合
は
、
成
選
の
年
に
位
階
を
一
つ
上
げ
る
こ
と
が

で
き
た
（
考
課
令
1
内
外
官
条
、
同
令
50
一
最
以
上
条
、
選
叙
令
９
遷
代
条
）。
一
方
、
大
舎
人
は

一
四
〇
日
の
勤
務
日
数
が
必
要
で
、
考
課
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
養
老
令
で
は
上
～
下
ま
で
の

三
段
階
の
勤
務
評
定
を
う
け
、
八
年
間
す
べ
て
中
で
あ
っ
た
場
合
は
、
成
選
の
年
に
位
階
を
一

つ
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
（
考
課
令
51
分
番
条
、
同
令
59
内
外
初
位
条
、
選
叙
令
14
叙
舎
人
史
生

条
）。
た
だ
し
こ
の
時
は
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
二
月
十
六
日
格
に
よ
り
、
選
限
は
二
年
短
縮
さ
れ

て
い
た
。〔
史
料
４
〕
に
お
い
て
民
屯
麻
呂
の
八
月
か
ら
七
月
ま
で
の
一
年
間
の
上
日
数
が
六
六
日

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
大
寺
写
経
所
に
出
仕
し
た
日
数
で
あ
り
、
他
所
に
勤
務
し
て
い
た
日
数
は

計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

（
註
26
）　

正
倉
院
文
書
に
は
左
記
の
天
平
二
十
年
八
月
二
十
四
日
付
勇
女
所
解
（『
大
日
古
』
三
ノ
一
一
二
、

続
修
二
二
第
二
紙
）が
残
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

勇
女
所
解　

申
請
舎
人
上
日
事

　
　
　
　
　
　
　

舎
人
錦
部
大
名　

上
日
一
十
九　

夕
十
七

　
　
　
　
　
　
　

右
人
所
請
、
自
今
月
六
日
迄
二
十
四
日
、
上
日
顕
注
、
申
送
如
前
、
以
解
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
平
二
十
年
八
月
二
十
四
日
少
初
位
上
秦
浄
足

　
　
　
　
　

こ
こ
で
錦
部
大
名
の
勇
女
所
で
の
勤
務
日
数
が
写
経
所
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
天
平
二
十
年
八

月
六
日
か
ら
二
十
四
日
ま
で
、
日
一
九
、
夕
一
七
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
艸
啓
氏
は
天
平
二

十
年
上
日
帳
に
お
い
て
錦
部
大
名
の
八
月
の
勤
務
日
数
が
「
日
二
十
／
夕
十
八
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
（『
大
日
古
』
一
〇
ノ
三
六
七
、
続
修
四
九
裏
第
三
紙
）、
勇
女
所
解
で
報
告
さ
れ
た
日

数
を
含
め
た
も
の
と
す
る（
前
掲
註
16
論
文
）。

（
註
27
）　

佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究　

本
文
篇
』
二
八
九
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
。

（
註
28
）　

佐
伯
有
清『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究　

考
証
篇　

第
五
』六
四
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
。
尚
、

和
泉
国
は
も
と
は
河
内
国
に
含
ま
れ
て
お
り
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
四
月
十
六
日
に
河
内
国
大
鳥

郡
・
和
泉
郡
・
日
根
郡
を
割
い
て
和
泉
監
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
に

河
内
国
に
併
合
さ
れ
た
が
、
天
平
宝
字
元
年（
七
五
七
）五
月
八
日
に
再
び
和
泉
国
が
設
置
さ
れ
た
。

（
註
29
）　

薗
田
香
融
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
新
撰
姓
氏
録
』
は
諸
氏
の
出
身
地
で
は
な
く
、
現
在
の
貫
附

地
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
（「
萬
葉
貴
族
の
生
活
圏
─
萬
葉
集
の
歴
史
的
背
景
─
」『
萬
葉
』
八
、
一

九
五
三
年
）。
つ
ま
り
「
左
京
諸
蕃
」
と
あ
る
よ
う
に
河
内
民
首
氏
の
本
籍
は
左
京
に
あ
り
、
か

つ
て
の
本
拠
地
が
和
泉
国
大
鳥
郡
に
あ
っ
た
。

（
註
30
）　

河
内
民
首
安
古
麻
呂
は
、
天
平
十
五
年
七
月
十
三
日
付
「
中
宮
職
移
」（『
大
日
古
』
八
ノ
二
二
〇
）

に
も
み
え
る
。『
大
日
古
』
で
は
「
河
内
□
首
安
土
麻
呂
」
と
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
画
像
（
続
々

修
二
六
ノ
五
裏
第
一
紙
）
で
は
「
河
内
民
首
安
古
麻
呂
」
と
読
め
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
天
平
十
五

年
七
月
の
彼
の
位
階
を
「
従
七
位
上
」
と
翻
刻
し
て
い
る
が
、「
七
」
と
読
む
こ
と
は
難
し
い
。

さ
ら
に
「
従
七
位
上
行
少
進
」
と
翻
刻
さ
れ
、「
行
」
と
あ
る
の
で
、
安
古
麻
呂
の
位
階
は
中
宮

少
進
の
相
当
位
で
あ
る
従
六
位
下
よ
り
も
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
天
平
十

五
年
七
月
に
お
け
る
民
首
安
古
麻
呂
の
位
階
は
、
天
平
十
七
年
四
月
と
同
じ
く
従
六
位
上
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。

（
註
31
）　

翻
刻
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
正
倉
院
文
書
拾
遺
』（
便
利
堂
、
一
九
九
二
年
）に
拠
る
。

（
註
32
）　
「
一
切
経
経
生
等
手
実
」の「
続
々
修
一
ノ
一
①（
５
）（『
大
日
古
』八
ノ
五
7
─
一
二
4
）」と「
続
々

修
一
ノ
一
②
（『
大
日
古
』
八
ノ
一
二
5
─
一
五
11
）」
の
間
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（『
正
倉

院
文
書
目
録　

六　

続
々
修
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
註
33
）　

た
だ
し
現
状
の
「
度
諸
仏
境
界
智
光
厳
経
」
の
第
二
〇
紙
は
願
文
の
み
で
あ
る
た
め
「
度
諸
仏
境

界
智
光
厳
経
一
巻　

二
十
張
文
」
と
記
す
べ
き
で
あ
る
。「
二
十
張
の
な
か
に
願
文
一
枚
を
含
む
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
、「
文
」
を
書
き
忘
れ
て
も
布
施（
＝
給
料
）へ
の
影
響
は
な
い
。
後
述
す

る
よ
う
に
現
存
古
写
経
の
最
終
紙
が
願
文
の
み
で
あ
っ
て
も
、
手
実
に
「
文
」
と
記
さ
れ
て
な
い

も
の
も
多
い
。

（
註
34
）　

天
平
十
三
年
閏
三
月
二
十
九
日
付
漢
浄
麻
呂
手
実
（『
大
日
古
』
七
ノ
五
〇
六
～
五
〇
七
）
に
「
顕

宗
論
第
二
帙　

第
六
巻　

用
十
七
」
と
あ
り
、「
第
十
六
巻
」
は
漢
浄
麻
呂
に
よ
っ
て
一
七
枚
書

写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
聖
語
蔵
経
巻
も
一
七
紙
に
書
写
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
七
紙
は
願
文

の
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
実
に
「
文
」
と
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
註
35
）　

前
掲
註
4
参
照
。

（
註
36
）　

天
平
十
四
年
三
月
十
九
日
付
葛
野
安
麻
呂
手
実
（『
大
日
古
』
八
ノ
九
～
一
〇
）
に
「
如
来
興
顕
経　

巻
第
一
」「
巻
第
一
用
一
七
文
一
」
と
あ
り
、
葛
野
安
万
呂
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
て
お
り
、
第
一
七

紙
は
願
文
の
み
と
す
る
。
聖
語
蔵
経
巻
も
第
一
七
紙
は
願
文
の
み
で
あ
る
。

（
註
37
）　

天
平
十
三
年
四
月
三
十
日
付
山
部
花（
万
呂
）手
実（『
大
日
古
』
二
ノ
二
九
一
～
二
九
二
）に
は
「
根

本
羯
磨　

第
六
巻　

十
五
」
と
あ
り
、
山
部
花
万
呂
が
一
五
紙
で
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
聖

語
蔵
経
巻
で
は
第
十
五
紙
は
願
文
の
み
で
あ
る
。

（
註
38
）　
『
大
日
古
』
で
は
「
長
麻
呂
」
と
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、「
屯
麻
呂
」
に
訂
正
し
た
。

（
註
39
）　

底
本
は
唐
・
伽
梵
達
摩
訳
『
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
広
大
円
満
無
礙
大
悲
心
陀
羅
尼
経
』（
吉
田
靖

男
「
密
教
信
仰
と
現
世
利
益
」『
日
本
古
代
の
菩
薩
と
民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
初
出
、

一
九
七
五
年
）。

（
註
40
）　

栄
原
永
遠
男
「
千
手
経
一
千
巻
の
写
経
事
業
」『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、

初
出
、
一
九
八
四
・
八
五
年
。

（
註
41
）　

同
じ
仏
教
経
典
を
書
写
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
巻
一
六
張
の
も
の
も
あ
れ
ば
一
九
張
の

も
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
天
平
十
五
年
十
月
八
日
付
「
写
経
所
解
」（『
大
日
古
』
二
ノ
三

四
一
～
三
四
三
、
正
集
九
裏
第
一
五
・
一
六
紙
）
に
「
合
奉
写
千
手
経
一
千
巻
／
総
送
上
紙
一
千
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八
十
三
巻
（
九
百
三
十
二
巻
別
十
七
枚
継　

百
五
巻
別
十
六
／
四
十
六
巻
別
十
五
）」
と
あ
り
、
装

潢
が
千
手
経
用
に
貼
り
継
い
だ
一
巻
の
紙
数
が
一
七
枚
の
も
の
が
九
三
二
巻
、
一
六
枚
の
も
の
が

一
〇
五
巻
、
一
五
枚
の
も
の
が
四
六
巻
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
註
42
）　

栄
原
永
遠
男
氏
、
前
掲
註
40
論
文
。

（
註
43
）　

鷺
森
浩
幸
「
玄
昉
発
願
法
華
経
・
法
華
摂
釈
の
書
写
に
つ
い
て
」『
続
日
本
紀
研
究
』
二
五
五
、
一

九
八
八
年
。

（
註
44
）　

翻
刻
は
酒
寄
雅
志
・
髙
田
淳
「
翻
刻
『
大
日
本
古
文
書
』
未
収
「
常
疏
紙
充
帳
」（『
栃
木
史
学
』
五
、

一
九
九
一
年
）に
拠
る
。

（
註
45
）　

正
倉
院
文
書
に
お
い
て
「
閏
」
を
「
潤
」
と
記
す
例
は
時
々
見
ら
れ
る
。

（
註
46
）　

山
下
有
美
「
校
経
に
お
け
る
勘
出
・
正
書
の
実
態
と
布
施
法
」（『
正
倉
院
文
書
研
究
』
一
三
、
二

〇
一
三
年
）、
佐
々
田
悠
「
手
実
と
端
継
─
正
倉
院
文
書
の
成
り
立
ち
─
」（『
正
倉
院
紀
要
』
三
九
、

二
〇
一
七
年
）。

（
註
47
）　
『
大
日
古
』
八
ノ
四
九
七
～
五
〇
九（
続
々
修
二
六
ノ
四
第
一
～
二
七
紙
）＋
二
四
ノ
三
九
五（
続
修

一
八
裏
第
一
紙
）＋
二
四
ノ
三
二
七（
続
修
別
集
四
七
裏
第
三
紙
）＋
八
ノ
五
〇
九
～
五
一
一（
続
々

修
二
六
ノ
四
第
二
八
～
三
二
紙
）。
山
下
有
美
氏
、
前
掲
註
46
論
文
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